
「１７万人／３０万丁・総点検」の結果

これらを含め、これを機会に許可証を自主返納した者は5,652人、8,636
丁分

<実施状況>

平成19年12月21日、従来の一斉検査よりも幅広く、かつ、きめ細かい総
点検を実施するよう指示。平成20年３月16日現在、実施率は99.7％

<実施結果>

長期未使用者やストーカー、配偶者からの暴力事案の関係者等に対
する警察の指導等により、平成18年中の約４倍に当たる238人が384
丁分の許可証を自主返納（平成18年は１年間で58人）

警察の指導等による自主返納が18年中の約４倍

資料４

以前から手続を進めていたものを含めると、平成18年中の４割に当た
る32件（人）、70丁の所持許可を取消し（平成18年は１年間で80件
（人）、194丁）

立入検査等の際に発見したものも含めると、全体では280人、378件の
銃刀法・火取法違反を発見。銃刀法では「保管義務違反」、火取法で
は「庫外貯蔵技術基準違反」が最多

期間中に新たに発覚又は発生した事実に基づき、これまでに13件
（人）、21丁の所持許可を取消し

一斉検査において前年の約３倍の違反を発見
前年の一斉検査の約３倍に当たる33人、34件の銃刀法・火取法違反
を発見（平成19年の一斉検査では11人、11件）

所持許可の取消しは32件（人）、70丁
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１ はじめに

銃砲の全国一斉検査は、従来から銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６

号。以下「銃刀法」という ）第13条の規定に基づく検査を全国一斉に行ってきた。

もので、例年は狩猟期が終了した後の４月に実施されていた。しかしながら、今

回の一斉検査については、昨年12月14日に長崎県佐世保市で発生した散弾銃使用

殺傷事件（以下「佐世保事件」という ）により世界一厳しいと言われている我が。

国の銃砲規制に対する国民の信頼が大きく揺らいだ状況にかんがみ、警察庁から

は、昨年12月21日、生活安全局長通達「銃砲の全国一斉検査の早期かつ確実な実

施について（通達 （資料１、２参照。以下「通達」という ）を発出し 「17万）」 。 、

人／30万丁・総点検 （以下「総点検」という ）として、特に許可に係る猟銃及」 。

び空気銃（以下「猟銃等」という ）並びにその所持者のすべてを対象として、日。

程的に前倒しするだけでなく、各都道府県警察の長の陣頭指揮の下、従来よりも

幅広く、かつ、きめ細かく実施するよう指示した。以下、これを受けて各都道府

県警察において実施した総点検の結果について記すこととする。

注：厳密に言えば、総点検とは、通達の発出後に実施された一斉検査のみを指す

ことになるが、佐世保事件の発生直後から、各都道府県警察において、一斉検

査を主体としつつも、それぞれの地域の実情に応じ、また、創意工夫を凝らし

た、様々な取組みがなされていることから、本報告書においては、昨年12月15

日から本年３月16日までの間における、それらの取組みの結果を含めて、総点

検の結果として記している。また、総点検そのものは、許可を受けた銃砲及び

その所持者すべてを対象として行ったものであるが、特に猟銃等を対象として

行ったことから、特記しているもの以外は、基本的に猟銃等を対象としたもの

の数値を記している。

２ 総点検の実施結果

総点検は、通達を受けて、全国の警察署ごとに実施され、本年３月16日の警視

庁管内の２つの警察署の一斉検査をもっておおむね終了した。この間、全国の各

警察署において、15万3,607人が所持する31万8,863丁の猟銃等の検査を実施し、
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実施率は99.7％に達している（別添１ 。また、期間中に入院していたなどの理由）

、 。により未受検であった者についても 現在も継続して個別に検査を実施している

、 、 （ 。一斉検査の結果 33人 34件の銃刀法及び火薬類取締法 昭和25年法律第149号

以下「火取法」という ）違反を発見し、それぞれ事件化等の手続を進めている。。

なお、猟銃等以外の銃砲については３万707丁を対象に検査を実施し、実施率は

97.1％に達している。こちらも同様に、未受検であったものについて、現在も継

続して個別に検査を実施している。

また、一斉検査と併せて、銃刀法第10条の６第２項の規定に基づく猟銃の保管

（ 「 」 。） 、場所に対する立入検査 以下 立入検査 という を５万1,073件実施したほか

立入検査ではないものの、猟銃等の所持者の協力を得てその保管状況の確認（以

下「保管状況確認」という ）を４万201件実施した。。

これら立入検査等により、９万1,274箇所の猟銃等の保管場所を確認した結果、

125人、153件の銃刀法・火取法違反を発見し、それぞれ刑事処分及び行政処分の

手続を進めている。

なお、都道府県警察によっては、一斉検査を実施する前に立入検査等を実施し

たところがあったほか、一斉検査の終了を受け、今後、実施することとしている

ところもある。

さらに、期間中に新たに発覚又は発生した事実により銃刀法第11条第１項の規

定に基づく所持許可の取消しを、これまでに13件（人 、21丁実施し、これに、以）

前から手続を進めていたものを含めると32件（人 、70丁について実施し、不適格）

者の排除に努めた（平成18年は１年間で80件（人 、194丁 。そのほか、眠り銃に） ）

なる可能性がある、ストーカーや配偶者からの暴力事案の関係者であるなどの理

由により警察の指導等によって許可証を自主返納した者が238人（384丁分）あっ

たほか、これらを含め、期間中を通して、5,652人から8,636丁分の許可証の自主

返納を受けた。

【事例】

・ 面接指導等のため、散弾銃の所持者（77歳）を訪問したところ、散弾銃１丁

及び散弾銃用の実包16個を軽トラックの荷台に放置している状況を現認した。

その後、同人の散弾銃の所持許可を取り消した（秋田 。）

・ 立入検査の実施に当たって事前に連絡を取ったところ、散弾銃の所持者（59

歳）が自宅に散弾銃を保管したまま、自宅に戻らず、友人宅等を転々としてい
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ることが判明したため、同人の散弾銃の所持許可を取り消した（福井 。）

３ 自主返納事例の分析

期間中を通して、警察の指導等により238人から384丁分の許可証の返納を受け

た。これは、平成18年中のものと比べると、約４倍に相当する数である（平成18

年は１年間で58人 。）

これらをその内容別に見ると 「眠り銃になる可能性あり」が50人（件）と最も、

多く、以下 「病気等 「刑事事件の被疑者として検挙 「高齢 「ストーカー、、 」、 」、 」、

配偶者暴力」の順に続いているほか 「近隣等とのトラブル 「同居の親族に問、 」、

題あり」といった事例も見られた。

【理由別自主返納件数】

（ ）件数 構成比

眠り銃になる可能性あり 50 (21.0)

病 気 等 45 (18.9)

刑事事件被疑者として検挙 41 (17.2)

高 齢 31 (13.0)

ストーカー、配偶者暴力 18 ( 7.6)

近 隣等とのトラブル 13 ( 5.5)

同居の親族に問題あり 10 ( 4.2)

そ の 他 30 (12.6)

総 数 238(100.0)

これらの事例は、結果として警察の指導等により許可証の自主返納に至ったも

のであるが、現行の銃刀法の規定では欠格事由に当たらない場合でも、警察とし

ては問題があるとの認識の下に指導等したものである。今後、その制度上の取扱

いについて検討する必要があると考えられる。
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４ 違反事例の分析

期間中を通して、280人、378件の銃刀法・火取法違反を発見し、それぞれ刑事

処分及び行政処分の手続を進めている（別添２ 。）

(1) 発見状況別

これらの違反を発見状況別に見ると、立入検査時に103件、保管状況確認時に

50件の違反を発見しているほか、一斉検査時にも34件の違反を発見している。

このように、立入検査等において、各都道府県警察の積極的な取組みにより多

くの違反を発見した。また、一斉検査についても、平成19年の一斉検査で発見

された違反が11件の銃刀法の実包装てん違反のみであったことと比べると、約

３倍もの違反を発見した。

【一斉検査時に発見された銃刀法・火取法違反件数の推移】

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

一 斉 検 査 時 21 ( 0) 8 ( 0) 5 ( 0) 11 ( 0) 34 (13)

注：括弧内は火取法違反の内数

【発見状況別銃刀法・火取法違反件数】

銃刀法違反 火取法違反 合 計

一 斉 検 査 時 21 ( 8.6) 13 ( 9.7) 34 ( 9.0)

立 入 検 査 時 49 (20.1) 54 (40.3) 103 (27.2)

保管状況確認時 29 (11.9) 21 (15.7) 50 (13.2)

そ の 他 145 (59.4) 46 (34.3) 191 (50.5)

総 数 244(100.0) 134(100.0) 378(100.0) 注：括弧内は構成比

また、法令別に見ると、銃刀法違反では、その他の活動時が145件と約６割を

占めているが、立入検査時に49件、保管状況確認時に29件発見し、また、火取

法違反では、立入検査時が54件と最も多くなっており、これに保管状況確認時

の21件を加えると、半数を超えている。これを見る限り、今回実施されている

立入検査等が、違反の発見、特に火取法違反の発見に寄与していることが分か

る。
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【事例】

・ 一斉検査時の面接において、散弾銃の所持者（60歳）に実包の保管状況につ

いて確認したところ、833個の散弾銃用の実包を保管していることが明らかとな

った（千葉 。）

・ 立入検査を実施したところ、散弾銃の所持者（73歳）が1,773個もの散弾銃用

の実包を保管している状況を現認した（茨城 。）

(2) 違反態様別

これらの違反を違反態様別に見ると、銃刀法では保管義務違反が91件と約４

割を占め、火取法では庫外貯蔵技術基準違反が77件と約６割を占め、それぞれ

最も多くなっているだけでなく、他の違反と比べても特に多くなっている。こ

れは、猟銃等及び実包の保管という基本的なことが守られず、本来保管すべき

設備に保管されていないことの現れであり、基本的なことといえども、改めて

徹底を図る必要があると考えられる。また、このような状況を確認するために

も、今後とも、立入検査等を積極的に実施する必要があると考えられる。

【違反態様別銃刀法・火取法違反件数】

銃刀法違反 火取法違反

保 管 義 務 違 反 91 (37.3) 庫外貯蔵技術基準違反 77 (57.5)

実包装てん違反 33 (13.5) 不 法 貯 蔵 17 (12.7)

安全措置義務違反 25 (10.2) 無 許 可 消 費 21 (15.7)

発 射 制 限 違 反 33 (13.5) そ の 他 19 (14.2)

許可証書換義務違反 19 ( 7.8) 総 数 134(100.0)

そ の 他 43 (17.6)

総 数 244(100.0) 注：括弧内は構成比

５ まとめ

総点検の結果、多くの銃刀法・火取法違反を発見し、また、不適格者の排除が

的確に推進された。今後とも、厳格な銃砲行政を推進していくためには、立入検
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査等を始めとする各都道府県警察が行った取組みを、今回の総点検のみで終わら

せることなく、継続して行っていく必要がある。

また、佐世保事件が報道等により大きく取り上げられ、社会問題となったにも

かかわらず、その直後においてもこれだけ多くの銃刀法・火取法違反が発見され

ており、今後、改めて猟銃等の所持者の自覚を促す必要がある。



別添１

実施 未実施 実施 未実施 人数（％）丁数（％）

153,607 531 318,863 1,063 99.7 99.7

145,676 492 286,669 949

散弾銃 116,762 371 246,313 756

ライフル銃 28,914 121 40,356 193

7,931 39 32,194 114

実施率

実施 未実施 丁数（％）

30,707 904 97.1

25,506 840

2,845 20

17 0

625 9

417 12

20 5

1 3

2 7

266 3

31 0

121 0

488 5

368 0

0 0

空気けん銃

試験研究用銃砲

出発合図用銃砲

救命索発射銃

麻酔銃

と殺銃

捕鯨砲

もり銃

捕鯨用標識銃

建設用鋼索発射銃

綱さい破砕銃

けん銃

銃砲一斉検査実施状況（平成19年12月15日～平成20年３月16日）

※　複数種類の銃砲を所持している者に係る「人数」については、該当する最も上位（①ライ
　フル銃、②散弾銃、③空気銃）の欄に計上した。

人数（人）

猟　銃

空気銃

丁数（丁）

（猟銃等）

総　数

総　数

建設用びょう打銃

実施率

救命用信号銃

丁数（丁）

（猟銃等以外）



別添２

一斉検査時 立入検査時 保管状況確認時 その他 合　計

保管義務違反 7 34 25 25 91

実包装てん違反 4 1 0 28 33

安全措置義務違反 0 0 0 25 25

発射制限違反 0 0 0 33 33

許可証書換義務違反 1 8 3 7 19

その他 9 6 1 27 43

計 21 49 29 145 244

庫外貯蔵技術基準違反 5 45 19 8 77

不法貯蔵 6 5 2 4 17

無許可消費 0 0 0 21 21

その他 2 4 0 13 19

計 13 54 21 46 134

34 103 50 191 378

33 82 43 122 280違反人員

銃砲刀剣類所持等取締法・火薬類取締法違反認知状況（平成19年12月15日～平成20年３月16日）

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

火
薬
類
取
締
法

違反件数



資料１

各 都 道 府 県 警 察 の 長 警 察 庁 丙 生 環 発 第 号３ ９

各 地 方 機 関 の 長 殿 平成１９年１２月２１日

各 附 属 機 関 の 長 警 察 庁 生 活 安 全 局 長

（参考送付先）

庁 内 各 局 部 課 長

銃砲の全国一斉検査の早期かつ確実な実施について（通達）

－ １７万人／３０万丁・総点検 －

みだしのことについては、「銃砲の全国一斉検査の実施について（通達）」

（平成19年11月19日付け警察庁丁生環発第265号。以下「実施通達」という。）

により実施することとしたところであるが、本年は、散弾銃を使用した殺人事件

がこれまでに５件発生するなど、事件事故が多発している。

とりわけ１２月１４日には、長崎県佐世保市において散弾銃が乱射され複数の

者が死傷する事件が発生し、これを契機に世界一厳しいと言われている我が国の

銃器規制に対する国民の信頼が大きく揺らいでいる現状にかんがみ、今般の全国

一斉検査については、特に許可に係る猟銃等及びその所持者のすべて、「１７万

人／３０万丁・総点検」のため、各都道府県警察の長の陣頭指揮の下、従来の一

斉検査よりも幅広く、かつ、きめ細かく実施することにより、国民の信頼回復を

期することとしたから、遺憾のないようにされたい。

記

第１ 実施体制、実施対象者等

１ 実施体制

早期かつ確実に実施するための体制を整備すること。特に、今回の検査は、

最近の情勢を踏まえて実施するものであることから、必要に応じて他部門の

応援を求めるなど、組織を挙げた取組みを行うこと。

なお、他部門から応援を求めた場合は当然であるが、生活安全部門のみで

実施する場合であっても、検査に従事する職員に対して、事前に所持許可を

受けた銃砲（以下「許可銃砲」という。）に関する知識や検査の要領等につ

いて十分に教養を行うこと。

２ 実施対象者

実施通達第１の１にかかわらず、銃砲の所持許可を受けている者（以下

「所持者」という。）全員を対象にすること。

３ 実施期間

同種事案の再発防止を図るため、実施通達が指定した期間にかかわらず、



可能な限り早期に実施すること。

また、実施通達が指定した期間に実施できず、当該期間後に実施すること

を予定していた都道府県警察にあっても、可能な限り早期に実施する方向で

検討すること。

なお、狩猟期間終了後にも実施する必要がある場合には、再度実施する方

向で検討すること。

４ 実施計画

実施状況について把握する必要があるので、本通達を踏まえた実施計画を

策定した段階で生活環境課まで速やかに報告すること。

なお、実施するに当たって通達等を作成している場合は当該通達等の写し

を送付すること。

５ 違反情報等の把握

検査を実効あるものとするため、所持者及び許可銃砲に係る銃砲刀剣類所

持等取締法（以下「法」という。）違反に関する情報、所持者が欠格事由に

該当する可能性がある旨の相談、所持者に係るトラブルに関する風評等（以

下「違反情報等」という。）について、過去のものを含めて事前に地域部門

等から集約するなどして、その把握に努め、検査の際に着眼点として活用す

ること。

なお、集約した違反情報等については、以後の執務の参考とするため、確

実に資料化するとともに、その取扱いには十分留意すること。

６ 配慮すべき事項

本件検査においては、下記第２の３に記載のとおり、欠格事由に係る慎重

な判断に資するべく、十分な時間をかけた面接を行うことになるところ、多

数の受検者のすべてに対し、必要かつ十分な面接を行うことができるよう、

相応の検査体制を確立し、十分な期間を設定するよう特段の配慮をすること。

第２ 検査項目等

１ 検査項目

地域の実状に応じて、必要な検査項目を追加すること。

２ 検査実施上の留意事項

(1) 機械的に処理することなく、所持者、許可銃砲の各々に関し、各項目を

確実に検査すること。

(2) 検査時に猟銃の保管に関し判明しない事項が認められた場合には、その

場限りで終わらせることなく、法第10条の６第２項の規定に基づく立入検

査を積極的に実施するなどして、不明点の早期解明を図ること。

(3) 実施通達第２の２(1)にかかわらず、特に支障のない限り、すべての猟

銃又は空気銃の所持者に対し、法第10条の８第１項の規定に基づく猟銃等



保管業者への保管委託を推奨すること。

(4) 使用実績の判断に当たっては、所持者の申告内容を鵜呑みにすることな

く、個々の使用状況に矛盾点はないかどうかを関係資料等と照らし合わせ

ながら慎重に検証し、質問により不審点は解明した上で、許可銃砲ごとに

厳正に行うこと。

また、猟銃の所持者については、あらかじめ自ら保管する実包の数量を

確認させ、検査の当日にこれを申告させるとともに、火薬類譲受許可証に

記載された数量、警察が保管している火薬類譲受許可申請書に記載された

数量等を相互に照らし合わせながら詳細に事情を聞くなどして、過去３年

間の実包の使用状況、保管状況等を的確に把握すること。また、把握した

事実は記録化し、以後の執務の参考とすること。

(5) 検査時に所持者に対して個別に指導を行った場合には、その内容を必ず

記録化するとともに、その後の措置状況についても確実に確認して徹底を

図ること。

(6) 検査又は検査後の継続調査の結果、取消事由に該当することが明らかに

なった場合には、法の規定に基づき、速やかに所持許可の取消しに向けた

手続きを進めることはもとよりであるが、取消事由に該当することが明ら

かでなくても、そのおそれがあると認められるときは、許可証の自主返納

を促すなど危険防止のために必要な措置を講ずるよう努めること。

３ 欠格事由該当者の発見

すべての所持者に対して面接を行い、欠格事由に該当するに至っていない

かの確認を行うこと。特に猟銃等の所持者に対しては、十分な時間をかけた

面接を行い、その判断を慎重に行うこと。

また、面接の際には、定型的な質問にとどまることなく、集約した違反情

報等を踏まえた適切な質問を発し、その場で不審点が解明できなかった場合

には、安易に面接を打ち切ることなく、適切な場所に移動して更に詳細に事

情を聞くこと等により、不審点の徹底解明を図り、欠格事由該当者を看過す

ることのないように努めること。

４ 検査時における指導・啓発活動等の推進

(1) 法の改正については、「銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一

部を改正する法律の施行について」（平成19年11月30日付け警察庁丙生環

発第34号、丙組薬銃発第48号）により既に通達されているところであるが、

改正法の施行日（平成19年12年30日）以降は、発射制限違反の罰則がけん

銃等及び猟銃については５年以下の懲役又は100万円以下の罰金（情状に

より併科）に、その他の銃砲については３年以下の懲役又は50万円以下の

罰金（情状により併科）にそれぞれ引き上げられることから、改正内容の

周知徹底を図るとともに、発射制限違反の防止のための指導を併せて行う



こと。

(2) 暴発等重大事故を防ぐため、銃砲の取扱いに当たっては法令を遵守し、

基本に則って行うよう、改めて指導を徹底すること。

(3) 不要実包の取扱いについては、「廃猟銃弾等の廃火薬類の適切な措置に

ついて（通達）」（平成19年３月30日付け警察庁丁生環発第73号）により

既に通達しているところであるが、不要実包の処分は適切に行い、誤った

処分をすることがないよう、同通達の趣旨について周知徹底を図るととも

に、必要な指導を行うこと。

また、不要実包や使用する見込みのない実包については、速やかに廃棄

するよう所持者に対して促すこと。



資料２

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 警 察 庁 丁 生 環 発 第 2 6 5 号

各道府県警察本部生活安全部長 殿 平 成 1 9 年 1 1 月 1 9 日

各 方 面 本 部 長 警察庁生活安全局生活環境課長

（参考送付先）

各管区警察局広域調整担当部長

銃砲の全国一斉検査の実施について（通達）

都道府県公安委員会の許可に係る銃砲による事件・事故の防止等を図るため、銃砲刀

剣類所持等取締法（以下「法」という。）第13条の規定に基づく検査を下記のとおり全

国一斉に実施することとしたので、各都道府県警察にあっては、実情に即した計画を策

定の上、実施されたい。

また、銃砲検査時の面接調査等を活用し、許可不適格者の発見、所在不明者の発見、

適正管理の指導及び広報啓発活動等の施策を併せて推進されたい。

なお、来年は３月から７月までの間に北海道洞爺湖サミットを始めとして各種の閣僚

級会合の開催が予定されていることから、上記施策等の実施に当たっては、銃砲を用い

たテロ・ゲリラ事案等の絶無を期するため、特段の配意をされたい。

記

第１ 実施対象者、期間等

１ 実施対象者

銃砲の所持許可を受けている者とする。

ただし、実施期間前の３か月以内に許可又は許可の更新を受け、かつ、十分把握

されているものについては、省略することができる。

２ 実施期間

平成20年１月15日（火）から同年２月28日（木）までの間とする。

なお、上記期間に実施できない都道府県警察にあっては、当課に事前連絡するこ

と。

３ 実施計画の策定



(1) 検査の日時及び場所の指定に当たっては、実施対象者が受検しやすい日時等を

選定すること。

(2) 対象者には、検査の趣旨、日時、場所及び検査項目等を事前に通知するほか、

各種広報媒体を活用するなど周知徹底を図ること。

第２ 検査項目等

１ 検査項目（法第10条の６第１項、第13条）

(1) 保管状況に関すること。

ア 自ら保管すべき義務を怠っていないか。

イ 内閣府令等で定める基準に適合する設備及び方法により保管されているか。

ウ 銃と実包、空包又は金属性弾丸を別個に保管しているか。

(2) 猟銃等の許可用途に関すること。

許可の用途に供しているか。

(3) 適正所持に関すること。

ア 許可に係る銃砲及び許可証を確実に所持しているか。

イ 掲示された銃砲が許可証に記載された銃砲と一致するか。

ウ 許可証の書換え、再交付、返納等の義務を怠っていないか。

２ 検査実施上の留意事項

(1) 保管状況の報告徴収においては、見取図、写真等により保管状況を確実に確認

し、状況に応じて立入検査（法第10条の６第２項）、改善命令（同条第６項）を

行うなどして保管管理の万全を期させるとともに、その態様によっては、保管義

務違反として検挙及び行政処分を検討すること。また、単身居住者又は長期出張、

長期入院が予定されている者等で猟銃等の保管管理上問題があると認められるも

のについては、盗難防止のため猟銃等保管業者に保管委託（法第10条の８第１

項）するように指導すること。

なお、転居したにも関わらず許可証の書換を受けず、旧住所地で猟銃等を保管

しているなどの事例が散見されることから、現住居地と許可証記載の住居地が一

致しているかどうか確認を徹底すること。

(2) 真に引き続き３年以上使用実績のない猟銃等については、所持許可の取消し

（法第11条第５項）を積極的に行うこと。

また、上記に該当しない場合であっても、使用頻度の少ない猟銃等は、譲渡、



廃棄について熟慮を促すなど必要な指導に努めること。

(3) 適正所持に関する検査については、特に次の事項について留意すること。

ア 基準数を超えた実包を装てんできるように弾倉を改造した事案が散見されて

いることから、弾倉容量は、受検者の申告のみ鵜呑みにすることなく、模擬弾

等の資器材を有効に活用し、法令で定める基準が遵守されているか否か確認す

ること。

イ 軍用銃を模倣した銃やそれらの改造銃が許可されている事案も散見されてい

ることから、慎重に対応し、改めて猟銃として適当であるか否かの確認を徹底

すること。

ウ 許可証を作成する際に有効期間を誤って記載したことにより失効させた事例

があることから、許可証に記載されている有効期間及び更新申請期間に誤りが

ないかどうかについても確認を徹底すること。

３ 欠格事由該当者の発見

検査に併せ、許可銃砲による事件・事故の防止を図るため、許可時の審査に準じ

た形での面接を行い、欠格事由該当者の発見に努めること。

また、欠格事由該当者を認知した場合は、警察本部で一元的な管理（把握）を行

うとともに、許可を取り消すこと。

４ 検査会場における事故防止

本年の一斉検査では、検査会場において暴発３件を含む実包装てん違反が11件発

生していることから、下記の事項を徹底し事故防止を図ること。

(1) 検査を実施する旨の通知に当たり、脱包の確認についての注意喚起を行うこと。

(2) 猟銃等の取扱いは、安全装置を確実に施させた上で行わせること。

(3) 検査場所で、実施対象者が銃砲を組み立てる際には、必ず、実包装てんの有無

を確認するよう声を掛けること。

(4) 検査前に元折銃は銃を折らせ、自動銃は遊底を開かせて機関部を開放させると

ともに、着脱弾倉がある場合にはこれを取り外させるなどの措置を履行させ、検

査官たる警察職員が自らの目で薬室、弾倉ともに実包が装てんされていないこと

を確認すること。

(5) 検査場所には、安全装置を施すこと、実包装てんの有無を確認すること、銃口

を人に向けないこと、用心がねに指を入れないことなどの受検に当たっての注意



事項を明瞭に掲示すること。

５ 検査時における指導・啓発活動等の推進

(1) 銃砲の一斉検査に併せ、猟銃等による事故防止、保管管理の徹底等についての

指導を積極的に推進すること。

なお、本年中の猟銃等に係る事故の状況については、集計が終わり次第、送付

する。

(2) 猟銃等による事故の発生を防止するため、指定射撃場における練習を奨励し、

猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上についての指導を行うこと。

(3) 猟銃等の保管に当たっては、先台等の重要部品は銃本体から外して、別の適切

な場所に保管するように指導すること。

(4) 産業用銃砲についても猟銃等と同じ許可銃砲であることを再確認させるととも

に、適切な保管管理の徹底について指導すること。

(5) 実包の計画的な購入及び練習による残弾消費を推奨し、不要な実包を所持する

ことのないように指導すること。

６ 測定要領の統一

「猟銃、空気銃の銃全長、銃身長及び実測口径の測定方法について」（平成17年

12月20日付け警察庁丁生環発第288号）により銃身長等の測定方法を変更している場

合は、変更した測定方法を徹底させること。

第３ 検査を受けなかった者に対する措置

検査を受けなかった理由を調査し、次により措置すること。

１ 実施対象者が銃とともに所在不明となっている場合の措置

前住居地、前勤務地その他の関係者等から積極的に情報の収集を行うとともに、

各種手配を有効に活用して所在不明者及び所在不明銃の発見に努めること。

２ 実施対象者が銃砲を置いて所在不明となっている場合の措置

法第８条第７項の規定を積極的に活用し、同居の親族等から仮領置を行うことに

より、事故、盗難等の防止に努めること。

また、実施対象者の所在が確認できたときは、所在不明となった理由について調

査（捜査）し、保管義務違反での検挙及び行政処分を積極的に行うこと。

３ 盗難、亡失により銃砲が所在不明銃となっている場合

(1) 銃砲の型式、特徴、銃番号、打刻位置等の必要事項を手配するとともに、刑事



部門等と連携した捜査を強化し、所在不明銃の早期発見に努めること。

(2) 盗難又は亡失時の状況を十分調査し、届出義務違反、保管義務違反等があると

きは検挙及び行政処分を行うこと。

なお、盗難、亡失の申告が猟銃等の不法譲渡等を隠ぺいするための口実となっ

ていることもあり得るので留意すること。

４ 実施対象者の都合等により検査を受けなかった場合

実施対象者の入院等により、実施期間中に検査をできなかったものについては、

実施期間終了後においても継続して検査を実施して、漏れのないよう努めること。

なお、この場合、保管状況に問題がないか確認し、保管依頼をすすめるなど必要

な指示を行うこと。

第４ 報告

（略）



「銃砲行政の総点検」の結果とその改善策の案

<総点検の結果>
ストーカー行為、凶悪な罪を行った者が、
猟銃所持許可を得て殺人等を敢行した例
がある。また、猟銃を使用した自殺も発生
している。

猟銃所持許可の申請時に添付される診
断書のうち約98％は、精神障害等を専門
としていない医師によるもの。
また、精神障害等の疑いがある場合で
も、専門家の判断を得る手段がない。

猟銃所持許可の欠格事
由の見直し、該当性判断
の指針 等

必要な場合には専門医
の診断によって確認、認
知機能検査 等

<改善策の案>

銃の保管委託の義務付けについては、
受託施設数の制約や払出しへの対応の

講習会の充実や射撃練
習の促進等による遵法意
識の向上 等

不適格者の発見・排除については、調
査を行っても照会に対する十分な回答が
得られない等の問題がある。

調査の根拠となる規定
の新設、調査中は一時的
に銃を預かる制度 等

資料５

猟銃実包を違法に貯蔵している例が多
くみられる一方で、実包の購入や使用の
状況を把握する制度がない。

譲受許可の厳格な運用、
実包の消費状況等につい
て記録化 等

都道府県警察では銃砲行政に専従する
者は少なく、ほとんどは他の業務を兼務し
ている状況にある。

本部、署における銃砲
行政体制の検討、教養の
充実 等

受託施設数の制約や払出しへの対応の
負担等から実現は困難。
他方、立入検査の実施状況にはばらつ
きがある。

識の向上 等

立入検査を含めた効果
的な監督措置 等

ベテランや高齢者による事故や違反行
為が多い状況にある。 講習会の充実 等

実施可能な施策は順次実施に移すとともに、立法措置が必要なものもあ
ることから、銃刀法改正作業に着手し、速やかに対策を具体化していく。
早急に有識者等からの意見聴取等を行うなどして、検討を深めていく。

<今後の取組み>



「 銃 砲 行 政 の 総 点 検 」
報 告 書

平成20年４月３日

警察庁「銃砲行政の総点検」プロジェクトチーム
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１ はじめに

平成19年12月14日、長崎県佐世保市で発生した散弾銃使用殺傷事件（いわゆる

佐世保事件）は、不特定多数人が集まるスポーツクラブという場所で猟銃が発射

され、何ら落ち度のない被害者２名が尊い命を奪われ、かつ、子供を含む多数が

被害を受けたという点で、大変痛ましい事件であった。

警察としては、こうした事案の再発防止に全力を挙げることにより、猟銃によ

る危害を防止するとともに、銃砲行政に関する国民の安全・安心を確保していか

なければならない。

こうした観点から、警察では、許可を受けた猟銃等とその所持者のすべてを対

象とした「１７万人／３０万丁・総点検」を実施するとともに、警察庁内に警察

庁生活安全局長を長とするプロジェクトチーム（平成19年12月21日設置）を立ち

上げて、更に幅広い観点から銃砲行政全般について見直しを行う「銃砲行政の総

点検」を実施することとし、平成19年12月21日の犯罪対策閣僚会議において、国

家公安委員会委員長からその旨の報告がなされた。

警察庁のプロジェクトチームでは、直ちに総点検の作業に着手し、すべての都

、 、道府県警察から銃砲行政の在り方についてヒアリングを行うとともに 実態調査

関係団体からの意見聴取等、各種作業を精力的に推進してきた（別紙 。特に、）

銃砲刀剣類所持等取締法 によ（昭和33年法律第６号。以下「銃刀法」という ）。

る猟銃の所持等の規制については、昭和55年に許可基準の厳格化、保管場所への

立入検査規定の新設等の改正がなされて以来、平成３年に事故防止対策の強化等

が図られたことを除けば、その見直しはなされていないことから、論点を限定す

ることなく、銃砲行政のあらゆる面から点検作業を行ってきた。

本報告書は、上記作業の結果を取りまとめたものである。

２ 銃砲行政の主な問題点と対策

(1) 許可の要件と審査の在り方

ア 許可要件の厳格化等

許可猟銃を使用した凶悪事件の発生を未然に防止するには、不適格者には猟

銃を所持させないことが必要であり、このため、銃刀法第５条及び第５条の２

に猟銃の所持の許可の欠格事由が定められているところである。
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しかしながら、最近５年間をとってみても、許可猟銃を使用した凶悪事件が

次のとおり発生している。

15年 16年 17年 18年 19年罪名 年 平成（ ）

殺 人 （ 未 遂 を 含 む 。 ） ６件 ３件 ４件 １件 ５件

強 盗 （ 未 遂 を 含 む 。 ） １件 ０件 ０件 ０件 ０件

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 ３件 ３件 １件 ４件 ２件

そ の 他 ０件 １件 ０件 ０件 ３件

計 10件 ７件 ５件 ５件 10件

注１：本人の許可猟銃を使用したものに限る。

注２： その他」には、脅迫罪、建造物損壊罪等の刑法犯が含まれる。「

【事例】

１．平成18年11月、58歳の男が、離婚した元妻宅付近で早朝待ち伏せをし、ご

み出しに出てきた元妻に刃物を突きつけ、車両で自らの稼働先まで連行して

監禁し、同所から逃げ出した元妻や臨場した警察官に対して散弾銃を発砲し

て負傷させた（熊本 。）

、 、この事件では 加害者の男による元妻に対するストーカー行為があったが

。現行制度はストーカー行為を行ったことそれ自体を欠格事由とはしていない

同様に、配偶者に対する暴力行為を行ったことについても、欠格事由とされ

ていない。

平成17年10月、41歳の男が、居酒屋でトラブルになった男の事務所を翌日２．

、 、 （ ）。に訪れ その男に向けて散弾銃を発射し 頭部に命中させて殺害した 愛知

では、加害者は散弾銃の所持許可以前に傷害で刑に処せられていこの事件

たが、現行制度は銃砲刀剣類等を使用して一定の凶悪な罪に当たる違法な行

為を行ったことを欠格事由としているところ、当該行為は手拳によるもので
けん

銃砲刀剣類等を使用していなかったことから、欠格事由に該当せず、許可が

なされてしまっていた。

平成16年１月 金銭トラブルのあった前妻の自宅付近をはい３． 、57歳の男が、

かいし、110番通報を受けて臨場した警察官に対して散弾銃を発射して負傷

させた（兵庫 。）

では、加害者は犯行以前に所持許可取消処分を受けていたが、現この事件

行制度は取消しの日から５年間を欠格期間としているところ、当該処分は約
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９年前であったことから、欠格事由に該当せず、許可がなされてしまってい

た。ちなみに、道路交通法（昭和35年法律第105号）第103条第８項等では、

免許の取消しから最長10年の欠格期間を定めている（未施行 。）

これらの者を猟銃所持者から排除するためには、ストーカー行為や配偶者

に対する暴力行為を行ったこと、銃砲刀剣類等を使用しなくても一定の凶悪

な罪に当たる違法な行為を行ったことを欠格事由とすること、所持許可取消

処分を受けた場合の欠格期間を延長すること等が考えられる。

また、佐世保事件では、被疑者が多額の負債を抱えて生活に行き詰まって

いたことが犯行に影響した可能性が高いことから、経済的に破たんしている

ことを欠格事由にすることについて検討する必要がある。

さらに、猟銃を使用した自殺が平成19年中だけでも23件発生しており、猟

銃を使用した自殺を防止するため、自殺のおそれがある者に猟銃を持たせな

いことについても検討する必要がある。

都道府県警察から、銃刀法第５条第１項第11号については適用に迷うケー

スがあるなどの意見があったことも踏まえ、許可要件への該当性判断に係る

指針等を示すことについても検討する必要がある。

イ 医師の診断の厳格化

精神障害等に係る病気にかかっている者、認知症である者又はアルコール

等中毒者については、猟銃等の所持の許可の欠格者（銃刀法第５条第１項第

２号及び第３号）とされており、都道府県公安委員会は、許可及び更新の申

請の際に、その申請書に添付された医師の診断書（銃砲刀剣類所持等取締法

（ 。 「 」 。） ）施行規則 昭和33年総理府令第16号 以下 施行規則 という 別表第１

によって、当該申請を行った者がこれらの欠格事由に該当しないことを確認

することとなっている。

しかしながら、申請者により添付された診断書のうち約98％は精神障害等

を専門としていない医師によるものであるのが現状である。

、 、こうしたことから この欠格事由に該当する者をより確実に排除するため

可能な限り専門医による診断を促進していくこと、必要な場合には専門医の

診断によってこれらの欠格事由に該当しないことを確認するようにすること
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等が考えられる。

(2) 不適格者の発見と排除

許可の時点では不適格者に該当するとは認められなかったものの、その後の

事情の変化により不適格者に該当するに至ることもあり得ることから、銃刀法

は、そのような者を発見するための仕組みとして３年ごとの許可の更新（銃刀

法第７条の２等 、また、許可の有効期間中にこれを排除するための仕組みと）

して許可の取消し（銃刀法第11条）について規定している。

しかしながら、関係者、関係団体等に対する調査の根拠となる規定が明確で

ないことから、これを理由として照会に対する十分な回答が得られない場合が

あること等の問題がある。

また、その言動等から、猟銃所持者が精神障害、認知症等に該当することが

疑われる場合でも、当該者に専門医の診断を受けるよう促すこと以外に専門家

の判断を得る手段がないのが現状である。

そこで、不適格者を発見・排除するための対策の充実を図るため、都道府県

公安委員会が調査を実効的に行うことができる法的根拠を整備するほか、必要

な場合には、警察が猟銃所持者に対し、専門医の診断を受けることを命ずるこ

とができるようにすること、高齢者に対しては更新時等の機会を捉えて認知機

能に関する検査を行うこと等が考えられる。

また、調査方法、手続等の斉一化を図るとともに、調査を行う間の危険を防

止するため、必要があるときは一時的に猟銃等を預かることができるようにす

ることについても検討する必要がある。

、 、 、 、さらに 国民から銃砲に関する情報提供 申出 相談等がなされた場合には

速やかに銃砲許可担当部門に情報を集約し、所要の措置を講ずることが重要で

あることから、平成20年２月13日、緊急に通達を発出し、銃砲許可担当部門と

地域警察部門の連携、警察安全相談への適切な対応等について各都道府県警察

に徹底したところであるが、更にその実効性を向上させるための法令の整備等

についても検討する必要がある。

(3) 猟銃の保管管理

銃砲の盗難等による危害の発生を未然に防止するため、銃刀法は第10条の４

において、銃砲の所持許可を受けた者に、許可に係る銃砲は原則として自ら保
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管する義務を課すとともに、保管の設備及び方法について規制している。

しかしながら、猟銃の盗難については、平成10年から18年までの９年間で78

件発生しており、盗まれた猟銃は計118丁に及んでいる。

【事例】

平成12年12月、許可猟銃等を計15丁所持していた歯科医師宅に中国人グル１．

ープが押し入り、猟銃７丁が強奪された（東京 。）

平成14年７月、46歳の男が、盗んだ散弾銃を使用して農家に押し入り、現２．

金を強奪した後、女子専門学校生等を拉致・監禁した（群馬、栃木 。）

複数銃の所持の在り方とも関連して猟銃の保管管理猟銃の盗難等を防止し、

の更なる厳格化を図るため、保管の設備及び方法の基準を厳格にすること等に

ついて検討することが必要である。 、犯罪防止の目的ですべての猟銃をただし

一律に保管委託させることについては、平成19年末現在の猟銃等保管業者は約

430業者、保管可能丁数は約３万丁に過ぎず、十分な保管場所が確保できない

こと、保管業者に緊急の払出しへの対応等の負担を強いることになること、特

定の場所に猟銃が集中することによる安全上の問題があること等から、現時点

では実現には困難を伴うと考えられる。

(4) 実包の保管管理

、 、 （ 、 、 ） 、火薬類 すなわち火薬 爆薬及び火工品 雷管 実包 空包等 については

（ 。その燃焼爆発による災害防止の観点から火薬類取締法 昭和25年法律第149号

以下「火取法」という ）の規制対象となっており、原則として経済産業大臣。

又は都道府県知事が許可等を行うこととされている。しかし、猟銃用火薬類に

ついては、猟銃の所持許可等の権限を持つ都道府県公安委員会が猟銃とともに

一元的に規制を行うことが合理的であることから、一部の事務については都道

府県公安委員会が許可等を行うこととされ、猟銃用火薬類の譲受及び消費につ

いては、原則として都道府県公安委員会の許可が必要とされている（火取法第

17条第１項及び第25条第１項 。ただし、一定の用途及び数量以下の場合に限）

り、許可を得なくても行うことができる（猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸

（ ） ）。入及び消費に関する内閣府令 昭和41年総理府令第46号 第４条及び第12条
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ア 実包の購入（譲受け）

例えば、狩猟のための猟期につき300個以下の譲受けは許可を得ないで行

うことができる。この場合、猟銃用火薬類無許可譲受票の制度が行政指導に

よる事実上の制度として設けられており、無許可で譲受けをしようとする者

は、猟友会が発行する同票に所要の事項を記入し、販売業者は無許可譲受の

範囲内であることを確認し、押印した上で譲り渡すこととされている。

この制度は定着し、実際にも遵守されていると思われるが、購入した火薬

類の消費状況を把握する制度がないため、火薬類を違法に手元に蓄積するこ

とが可能となっている。

また、許可を得て行う譲受けについても、許可の有効期間は実務上一律１

年としている例がほとんどであり、譲受数量についても限定されていないた

め、特に数量の多い許可を出した場合には、いつごろどのくらいの数量の火

薬類が引き渡されたのか、警察が把握することが困難になっている。

イ 実包の使用（消費）

一方、例えば、標的射撃のための１日400個以下の消費については無許可

で行うことができる。この場合、猟銃用火薬類無許可譲受票のような制度は

ないため、制度的にも実態的にも、消費の状況や消費後の残弾数を警察が把

握することができない。

許可を得て行う消費についても、事後的に消費の実績を確認する制度がな

いため、実包を違法に手元に蓄積することが容易になっている。

ウ 実包の保管（貯蔵）

猟銃用火薬類の貯蔵については、原則として火薬庫にすることが必要であ

る（火取法第11条第１項）が、例えば、実包又は空包合計800個までは、火

薬庫でなくとも、堅固な設備に収納し施錠して貯蔵することができる（同条

第２項、火薬類取締法施行規則（昭和25年通商産業省令第88号）第15条第１

項及び第16条第５号 。）

多くの猟銃所持者はこの基準を遵守して貯蔵しており、これまでに爆発等

の事故はほとんど発生していない。したがって、火薬類による災害予防とい

う観点からは、現行規制は十分安全性を担保できる水準になっていると思わ

れる。
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他方、猟銃の危険性という観点からすれば、一般に、狩猟及び有害鳥獣駆

除を行うためには、獲物にもよるが、通常、手元に数十から100個程度の実

包があれば十分であり、800個もの手元保管を必要とする場合はほとんど想

定できないというのが、一般的な意見である。また、標的射撃の用途につい

ても、常に800個もの手元保管が必要であるかについては疑問がある。

このような問題点を踏まえ、実包の管理を厳格化するため、平成20年３月27

猟銃用火薬類の譲受許可を行う際には、申請者に対日、緊急に通達を発出し、

し消費等計画書の提出を求めるとともに過去の猟銃用火薬類の購入・消費実績

等を確認し、当該計画等に相応する数量と期間について譲受けの許可をする措

置を講じたところである。

しかしながら、この措置はあくまで現行法令を前提としたものであることか

ら、その実効性を確保するための法令の整備を含め、今後、不要な実包を貯蔵

させないための更なる対策、実包の消費及び貯蔵について所定の様式に記録さ

せること等により使用の実績を把握するための対策等を講ずることを検討する

必要がある。

(5) 猟銃による事故等防止

ア 猟銃所持者の遵法意識等の維持・向上

猟銃による事故等の防止を図るため、猟銃所持者に対しては、銃刀法第10

条により、携帯・運搬の制限（第１項 、発射制限（第２項 、発射時の周囲） ）

確認義務（第３項 、携帯・運搬時の安全措置義務（第４項）及び実包等不）

装てん義務（第５項）が課されるとともに、銃刀法第10条の２により、射撃

技能の維持向上義務が課されているが、猟銃所持者による違反行為は後を絶

たず、平成14年から18年までの５年間におけるこれらの制限等違反の送致件

数は次のとおりである。

14年 15年 16年 17年 18年違反 年（平成）

携 帯 ・ 運 搬 の 制 限 違 反 13件 21件 15件 15件 11件

発 射 制 限 違 反 59件 64件 60件 68件 49件

28件 32件 33件 21件 47件安 全 措 置 義 務 又 は 実 包 等 不 装 て ん 義 務 違 反
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【事例】

１．平成19年12月、61歳の男が、共猟者とキジ猟中、草むらから飛び出したキ

ジを捕獲するに当たり、キジのみに気を取られ、矢先の安全を確認しないで

漫然と発砲したため、前方において渉猟中の共猟者の右顔面部に散弾を命中

させ、重傷を負わせた（群馬 。）

平成19年11月、57歳の男が、山中で単独で狩猟中、近くでガサガサと音が２．

したのでイノシシだと思い、これを確認することなくライフル銃を１発発射

したところ、休憩中の登山者の左肘に当たり負傷させた（東京 。）

共猟者とともに川を挟んでカモ猟中、川面に３．平成19年11月、61歳の男が、

いるカモに向けて散弾銃を２発発射したところ、２発目が対岸50メートル先

にいた共猟者の顔面に命中し、負傷を負わせた（山形 。）

上記の違反や事故は、技能の低下のほか、遵法意識の低下が原因となって

いると考えられることから、猟銃所持者の遵法意識の向上を図るため講習会

の内容の充実を図ること、定期的な射撃練習を促進すること等の対策を講ず

ることが考えられる。

また、身体能力確認等の観点からも、このような対策は有効であると考え

られる。

イ ベテランや高齢者による事故等防止対策

平成19年中に猟銃等により人身事故を起こした者につき、経験年数別でみ

ると、最高は39年、最低は13年で、25年以上の経験者による事故が25件76％

と多く、いわゆるベテランによる事故が多い。

、 、 、 、また 年齢別でみると 最高は80歳で 55歳から69歳までの者が最も多く

60歳以上が全体の64％を占めている。また、取締法規違反を犯した者につい

ても、最高は84歳であるが、55歳～59歳が最も多く、60歳～64歳、65歳～69

歳がそれに次いで多くなっている。

、 、このように ベテランや高齢者による事故や違反行為が多い状況にあるが

現行制度はこれらの層の者に対する特別な事故等防止対策を規定していない。

このような問題点を踏まえ、ベテランや高齢者による事故等防止対策の強

化を図るため、これらの者に対する特別な講習を行うこと等を検討する必要

がある。
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ウ 民間による取組みとの連携等

銃砲による事故等を防止するためには、独り警察のみが取組みを行うだけ

では限界がある。特に、猟銃の操作や保管の方法等についてきめ細かく指導

助言を行おうとする場合には、長年にわたって猟銃所持許可を受けて適正に

猟銃を使用してきた者等が、同じ猟銃所持者の立場から指導助言することが

効果的である場合が多いものと考えられる。

したがって、それぞれの地域において、このような者が指導助言を行うこ

とができるような環境を整備し、その活動と銃砲行政が効果的に連携するた

めの措置を検討する必要がある。

(6) 監督措置

立入検査（銃刀法第10条の６）については、保管が不適切なため銃砲の盗難

が多発していたことを受け、昭和55年改正により保管の設備及び方法の基準が

定められた際に、その基準の実効性の担保等を目的に設けられたものである。

施行規則第12条の３の規定により、原則として48時間以前に関係者に通告する

こととされているが、これまでの各都道府県警察の立入検査の実施状況にはば

らつきがある。

しかし、今回の「１７万人／３０万丁・総点検」においては、積極的な立入

検査を実施した結果、わずか３か月間で49件の銃刀法違反、54件の火取法違反

が発見されている。

そこで、今後とも厳正な取締りを推進するため、立入検査を含め、より効果

的な監督措置を実施していく必要がある。

(7) 銃砲行政に係る体制

ア 都道府県警察の本部の体制

現在、都道府県警察の本部の銃砲行政担当者は、少人数で、かつ、多くは

他の業務を兼務している実情にあることがうかがえる。

イ 警察署の体制

、 、署員数百人の大規模な警察署であっても 銃砲行政に専従する者は少なく

ほとんどは他の業務を兼務している状況がうかがえる。
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他方、小規模警察署については、もともと署の規模が小さい上に、農村・

山間部にあるため猟銃の所持者が比較的多い状況にあることがうかがえる。

都道府県警察では、係や部門の枠を超えた運用を行うなど、人員を弾力的に

運用することにより、現有人員が全体として最大限効果的に機能するよう工夫

しているところであり、一概に兼務を専従とすべきであるとはいえないが、銃

砲行政体制の在り方については、警察本部による指導や警察署における立入検

査等の実施に必要な業務量等を踏まえ、効率性に留意しつつ、引き続き、検討

する必要がある。また、教養の充実等を図る必要がある。

(8) その他

インターネットによる銃の販売に際しては、銃刀法第21条の２第２項の規定

により相手方から許可証の提示を受けることが必要とされているところ、購入

者から銃砲販売店に許可証を郵送することにより提示しているが、この点、相

手方の本人確認が不徹底になるのではないかとの指摘があったことから、平成

20年３月27日、緊急に通達を発出し、非対面で猟銃等の販売を行う場合には、

運送事業者に本人確認を行わせた上で荷物の引渡しを行わせるなどの措置をと

るよう猟銃等販売事業者等に対する指導を徹底することとした。

３ 今後の取組み

以上の結果を踏まえ、警察庁としては、実施可能な施策については、順次実施

に移すこととするが、施策の中には立法措置をとることが必要なものも含まれる

ことから、銃刀法改正作業に着手し、速やかに銃砲規制の厳格化のための対策を

具体化していくこととする。

そのため、今後は早急に有識者や専門家等から意見聴取等を行うなどして、検

討を深めていくこととする。

なお、本報告書は、銃砲行政の総点検を通じて明らかになった問題点と現段階

における検討状況を取りまとめたものであるが、今後、他に検討すべき課題や考

慮すべき意見等もあり得ることから、これらを含め、引き続き真摯な検討を重ね
し

ていくこととしたい。



総点検の実施経緯

(1) 平成19年12月21日、生活安全局長を長とするプロジェクトチームの立ち上げ、

猟銃等の許可行政の在り方について総点検を開始。

(2) 平成20年１月、管区別に都道府県警察の銃砲行政担当課長会議を行い、許可及

び更新時の審査の在り方、銃砲・実包の保管管理の在り方、市民からの猟銃に係

る銃刀法違反情報の収集方策等についてヒアリングを実施。

１月 1 5 日 警視庁及び関東管区Ⅰ

１月 1 6 日 中部管区

１月 1 8 日 九州管区

１月 2 1 日 近畿管区

１月 2 2 日 関東管区Ⅱ

１月 2 3 日 四国管区

１月 2 4 日 北海道及び東北管区

１月 2 8 日 中国管区

(3) 関係者との意見交換を実施。

1 2月 2 5日 （社）日本ライフル射撃協会

１ 月 ４ 日 （社）全日本指定射撃場協会

１ 月 ８ 日 （社）日本火薬銃砲組合連合会

１ 月 ９ 日 （社）日本猟用資材工業会

１月 1 8 日 （社）大日本猟友会

１月 2 2 日
銃砲関係団体懇談会

１月 3 1 日

(4) ２月７日、国家公安委員会に対し、２つの「総点検」の推進状況を中間報告。

(5) ２月13日、銃砲に関する国民の不安を解消するための対策の実施について通達

を発出。

(6) ２月18日、銃砲関係団体から、銃砲関係七団体懇談会における意見の要約書を

受領。

(7) ３月26日、銃砲関係団体からの意見聴取。

(8) ３月27日、実包規制の厳格化及びインターネット販売の規制強化について通達

を発出。

(9) ４月３日、２つの「総点検」の結果を国家公安委員会に報告。

別紙
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銃砲規制の厳格化のための対策に関する主な論点

（１）許可の要件と審査の在り方

ア 許可要件の厳格化

○ ストーカー行為や配偶者に対する暴力行為を行ったことを欠格事由とする。

○ 銃砲刀剣類等を使用しなくても一定の凶悪な罪に当たる違法な行為を行ったこと

を欠格事由とする。

○ 所持許可取消処分を受けた場合の欠格期間を延長する。

○ 経済的に破たんしていることを欠格事由にすることについて検討する。

○ 自殺のおそれがある者に猟銃を持たせないことについても検討する。

○ 許可要件への該当性判断に係る指針等を示すことについても検討する。

※ その他の論点

・ ストーカー、配偶者暴力以外に欠格事由とすべき行為類型はないか。

・ 近隣トラブルを有する猟銃所持者に対する対応を規定することはできないか。

・ 前科要件を拡充する必要はないか。

・ 同居の親族に係る欠格事由を拡充する必要はないか。

資料６
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・ 複数の猟銃を所持する場合に、許可の審査や手続を更に厳格にすることはでき

るか。

イ 医師の診断の厳格化

○ 可能な限り専門医による診断を促進していく。

○ 必要な場合には専門医の診断によってこれらの欠格事由に該当しないことを確認

する。

（２）不適格者の発見と排除

○ 都道府県公安委員会が調査を実効的に行うことができる法的根拠を整備する。

○ 必要な場合には、警察が猟銃所持者に対し、専門医の診断を受けることを命ずるこ

とができるようにする。

○ 高齢者に対しては更新時等の機会を捉えて認知機能に関する検査を行う。

○ 調査方法、手続等の斉一化を図る。

○ 調査を行う間の危険を防止するため、必要があるときは一時的に猟銃等を預かるこ

とができるようにすることについても検討する。

○ 国民から銃砲に関する情報提供、申出、相談等がなされた場合の対応の実効性を向

上させるための法令の整備等についても検討する。

（３）猟銃の保管管理

○ 保管の設備及び方法の基準を厳格にすることについて検討する。

資料６
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資料６
（４）実包の保管管理

○ 不要な実包を貯蔵させないための対策を講ずることを検討する。

○ 実包の消費及び貯蔵について所定の様式に記録させること等により使用の実績を把

握するための対策を講ずることを検討する。

（５）猟銃による事故等防止

○ 猟銃所持者の遵法意識の向上を図るため講習会の内容の充実を図る。

○ 定期的な射撃練習を促進する。

○ ベテランや高齢者に対する特別な講習を行うことを検討する。

○ 長年にわたって猟銃所持許可を受けて適正に猟銃を使用してきた者等が、それぞれ

の地域において指導助言を行うことができるような環境を整備し、その活動と銃砲行

政が効果的に連携するための措置を検討する。

※ その他の論点

・ 罰則の強化

（６）監督措置

○ 立入検査を含め、より効果的な監督措置を実施していく。

（７）銃砲行政に係る体制

○ 銃砲行政体制の在り方について引き続き検討する。

○ 教養の充実等を図る。



資料８ 

 

銃砲刀剣類所持等取締法の主な改正経緯（猟銃関係のみ） 
 
Ｓ２１．６ 銃砲等所持禁止令 
Ｓ２５．１１ 銃砲刀剣類等所持取締令 
Ｓ３３．３ 銃砲刀剣類等所持取締法（現行法） 
 
Ｓ３７．４ 一部改正 ・一銃一許可主義の趣旨の明確化 
    ・所持の年齢制限を１４歳から１８歳に引上げ 
    ・同居の親族に関する欠格事由を追加 
    ・販売時の相手方確認、購入後の公安委員会による確認 
 
Ｓ４１．６ 一部改正 ・用途目的の明確化（狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃） 
    ・猟銃所持の年齢制限を２０歳に引上げ 
    ・新規許可時の講習制度の導入 
    ・５年ごとの許可更新制度の導入 
    ・自ら保管の義務化、保管時の実包不装填義務 
 
Ｓ４６．４ 一部改正 ・ライフル銃の所持許可の要件の厳格化（１０年要件） 
    ・保管基準の厳格化 
 
Ｓ５３．５  一部改正  ・欠格事由の拡大（覚せい剤中毒者、一定の罰金刑以上で３ 
                年以内） 
    ・許可時の技能検定制度、射撃教習制度の導入 
    ・許可更新を３年ごとに短縮 
    ・更新時の講習会受講の義務化 
    ・猟銃等の保管委託に関する規定の整備 
    ・仮領置に関する規定の整備 
 
Ｓ５５．５ 一部改正 ・許可申請書等の虚偽記載等を不許可事由とする 

・欠格事由の拡大（一定の罰金刑以上で５年以内、一定の凶

悪行為で１０年以内） 
    ・保管基準の厳格化 
    ・いわゆる眠り銃の許可取消制度の導入 
    ・警察職員による立入検査等に関する規定の整備 
    ・所持者に対する報告徴収規定の整備 
 
Ｈ３．５ 一部改正 ・欠格事由の拡大（アルコール中毒） 
    ・練習射撃場制度の整備 
    ・危害防止注意義務、射撃技能維持向上の努力義務 
    ・許可条件、指示処分に関する規定の整備 
 
Ｈ１９．１１ 一部改正 ・発射制限違反に対する罰則の強化 
 
＊以上のほか、けん銃等に関する改正に伴う欠格事由の規定追加や用語の整理等のための改正
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を行っている。 



注１　平成４年以前の猟銃等所持者数については不明。
注２　平成１９年については暫定値である。

注　事故には、自殺を含む。

注１　数値は、犯罪統計の犯罪供用物から計上したもの。
注２　Ｈ１６年以降は業務上過失致死傷が含まれている。Ｈ元年以前は含まれているか否か不明。
注３　同一事件に複数の種類の銃砲が使用されている場合、複数計上されている。

平成20年5月12日
警 察 庁

資料９

猟銃等の所持者等の推移

猟銃等による事故発生状況の推移

猟銃等使用犯罪検挙件数の推移





 

 

３ 取消し前の仮領置の要件の緩和 

  都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持の許可の取消事由が発生し

た疑いがあると認める場合において、他人の生命又は財産に対する危険を防

止するため必要があると認めるときは、取消し前において、当該銃砲又は刀

剣類を仮領置することができるものとすること。 

 

第３ 実包の所持の状況の届出 

  猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、毎年一

回一定の時期に、当該許可に係る猟銃に適合する実包の所持の状況に関し、

内閣府令で定める事項を都道府県公安委員会に届け出なければならないもの

とすること。 

 

第４ 銃砲又は刀剣類の確実な引渡し 

(1) 猟銃等販売事業者、銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者等は、銃砲又

は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けるに当たっては、当該銃砲又は刀剣類が

譲受人又は借受人に確実に引き渡されるようにしなければならないものとす

ること。 

(2) 国家公安委員会及び経済産業大臣は、銃砲又は刀剣類が譲受人又は借受人

に確実に引き渡されるようにするために猟銃等販売事業者、銃砲又は刀剣類

の所持の許可を受けた者等が講ずべき措置についての指針を定めるものとし、

指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとするこ

と。 

 

第５ 鳥獣捕獲目的での火薬類の無許可譲受けの廃止 

  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定による狩猟者登録を受け

た者等が鳥獣の捕獲をする目的で一定数量以下の火薬類を譲り受けるときは

許可を不要としている規定を削除するものとすること。 

 

第６ 施行期日 

  この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行するものとすること。 
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銃器関係七団体懇談会における意見の要約書

この要約書は、平成１９年末に発生した猟銃による屋内暴発、隣人射殺又は友

人等を呼び出しての殺傷事件を憂慮し、それら事故・事犯の再発防止対策等につ

いて銃器関係七団体の事務担当者による懇談会における意見の要約である。

Ⅰ．参加者の意見の要約

１．総論

① 銃器による事故・事犯対策としは、現行の銃刀法で非常に厳しく規定さ

れており、十分対応が可能である。

② 現行法は、厳しく規制されており、昨年末の事故・事犯は、制度の問題

でなく、一人一人の銃砲所持者の個々の資質の問題であり、人間性にある。

これ以上の規制は要しない。法律遵守に尽きる。

③ 昨年末の事故等は、銃砲所持許可制度の問題ではなく、所持許可を受け

た個々の人間性にある。制度をこれ以上厳しくした場合、善良な猟銃所持

者が、面倒になったり、煩わしから、猟銃の所持を諦める者が多くなり、

猟と有害駆除での鳥獣の捕獲数が激減して、農林業被害対策としての鳥獣

の保護管理に大きな支障をきたすおそれがある

④ 猟銃の保管に関しては、現行法での対応が充分である。所持者への更な

る啓発を実施できる方策の策定が必要である。

⑤ 競技選手を銃器安全講習会活動等に招聘し、対象者を子供から大人まで

を広く集め、銃器の扱い方についての安全性・危険性・楽しさ等の認識の

講義又はＰＲするようにすべきと考える。更に、銃器所持者の人的欠格者

の判断の充実を図る。

⑥ 銃器の規制（ハード）については、現在すでに限界まで厳しい規制であ

ると考える。また、ストレスの多い現代社会を考えると、今後の銃の安全

使用については、教育（ソフト）が中心となると考える。

⑦ 銃器所持・使用について現行の法体系は十分に機能している。そのため、

更なる法体系等の規制強化は、関係する団体全ての急激な衰退をもたらす。

２．銃砲関係

(1) 銃砲の委託保管関係（委託保管制度の導入論等に対して）

① 現行法で定める個人保管の原則から猟銃等を保管業者に保管を委託す

る管理保管が主張されているが、保管業者の体制・設備等の諸点から極

めて困難である。

② 共同保管は、銃砲が集中し、強奪等却って不測の事態になりかねない

こと及び設備・管理責任の問題等の多くの難題があり、無理である。

③ 昨年末の銃器関連事故・事犯を批判する論調のなかで、その対応とし

て、一括集中保管を唱える向きが多いが、一括集中保管は、設備・管理

者・銃器の使用上の利便を無視したものである。従来どおり、所持者の
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自己責任による自宅保管の原則の下に、保管の方法等について検討すべ

きである。

④ 従前の警察庁の考え方は、猟銃の集中管理を望まないとしていた。販

売店で猟銃の委託保管をするようなことになれば、１店当たり８００丁

を集中保管することになるが、委託保管業務届出販売店の店舗規模から

物理的に不可能である。補助金等で保管設備を拡充しても武器庫が４７

２箇所できることになり、テロの対象や暴力団等に襲われるおそれも否

定できず、常時警察等の警備が必要になる。

仮に、販売店で委託保管をした場合、銃所持者の要請で猟銃を手渡し、

その後銃による不祥事が発生した場合「何故手渡したかと責任を負わさ

れる可能性が大である。」現状のマスコミの報道等を考慮すれば販売店

の失態として問われる可能性がある。

⑤ 銃器保管に関しては、本会のナショナルチームとか特例を設けての一

括管理等も仕方ないかもしれない。

⑥ 射撃競技では、射撃場での実弾を使うトレーニング以外に自宅での空

うち（弾を使わない）トレーニングが重要な練習方法である。このため、

集中管理が実施されると競技力の大幅な低下が懸念される。又、高校生

・大学生には、保管料金が大きな負担となるので実施は困難である。

⑦ 銃器・火薬類等の一元管理について、銃器・火薬類等の一元管理は、

大量保管の所在が公表される事で生ずる不測の事態への対応が難しくな

る又保管設備と管理者の管理責任の範囲、所有者の出し入れでの時間的

制約による使用回数の減少と保管中の品質保全等の問題が生ずる。また、

一元管理により生ずる練習不足、所持銃の機能についての理解不足・整

備不良の発生等の伴う不測の事故等保安・安全管理上の問題が多発する

ことが予測される。

３．火薬類関係（委託保管制度の導入論等に対して）

(1) 火薬類の譲受け関係（火薬類の購入・消費・残弾の保管管理関係）

① 猟銃等所持者の現在の装弾保管実数・消費実数を記録して適正の管理

することは可能である。

② 猟期終了後の残弾は、練習射撃で消費され適正に処理していると思う

が、装弾等の購入数・消費数・残弾数の記録の徹底を図るようにし、残

弾がある場合は、射撃で消費するか、火薬販売店に処理を依頼する。

③ 実包類の購入に当たっては、その都度、必要以上の購入を控えるよう

にし、残弾が生じた場合は、射撃場においての残弾処理と銃器操作の訓

練を兼ねた射撃及び火薬類販売店への処分依頼及び狩猟、有害鳥獣捕獲

又は練習射撃用の実包類の購入・消費・残弾・処分の記録の徹底を図る。

④ 銃所持者が装弾の譲受及び消費の数量を記録することが必要である。

記録を記載することによって、自身の保管数量が的確に把握でき、過分

な購入を避けることができる。（産業火薬では、消費許可の伴わない少
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量の発破でも、譲受及び消費の数量を記録することが火取法で定められ

ている。）①自宅保管８００個以内を担保することができる。②銃所持

者の在庫管理意識の向上が図られる。③現行の譲受許可証には、表面に

販売店から購入（譲受）数量の記載をしてあるが、裏面を使用し、譲受

消費の受払数を記載することで、自身の在庫状況が把握できる。更に、

猟銃用火薬類の譲受許可は、全て（標的射撃、狩猟、有害駆除）を公安

委員会の許可とする一元管理が望ましい。

⑤ 実包の譲受けに関しては、競技団体として各警察署が基本としている

数字で動かして欲しくない。

⑥ 射撃競技では、高精度を求める競技の特性から、銃砲と火薬のマッチ

ングは、勝利に対する重要な要素であり、選手は火薬の種類、製造ロッ

トまで重要視する。同じ規格の実包ということで、集中管理されるとす

れば、競技得点は低下するおそれがある。

⑦ 火薬類の消費の確認については、関係団体で統一された書式を配布し

各個人が自主的に消費の記録を記入し、販売業者は、その記録を基に保

管数量を超えない範囲で販売を行う。狩猟用（有害駆除を含む。）の不

用火薬類は、速やかに専門業者に廃棄依頼するか又は発射処理を猟友会

・射撃場・公安委員会の三者が適宜話し合いの上必要に応じた回数を実

施する。

４．事故・事犯等の防止対策関係（指導・教育・広報関係等）

① 猟銃等の取扱いの基本的事項の指導教養の徹底が必要である。

② 銃刀法関係の講習内容の充実を図ること及び各団体が個々に広報活動を

行っているが、更に、関連団体が窓口を一本にして、広報活動を行い、狩

猟の啓発・啓蒙のＰＲ活動に努める必要がある。

③ 猟銃等及び実包類の保管管理について会報等により、銃器の取扱いの基

本事項についての周知徹底を図る。また、東京の家屋内暴発事故は、銃器

の取扱いの基本的手順（脱包の励行・確認）を何回もおろそかにした結果

の事故である。講習会での実技講習での基本的事項の講義の充実を図る

④ 銃器所持者の３年に１回の講習会を毎年或いは期間の短縮を図り、銃所

持者としてのモラルの向上等の徹底、機関誌に団体名で銃器・装弾の保管

管理の徹底の広報の掲載を図る。

⑤ 法令順守と自己管理（自主規制）の啓発強化については、関係団体が銃

器等の所持者（新人銃所持者・所持予定者を含む。）に対する、関係する

法令の解釈・遵守事項等の文書配布や講習会の開催を充実させる。更に、

関係団体が共同して、競技実地練習・銃器実包の取扱い・法令順守教育等

の実行強化。銃器を用いる各種スポーツ（狩猟も含む。）について一元化

した広報活動を行う。
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５．その他

① 昨年末の事故・事犯が大々的に報道されると、思い切った対応が必要で

はないかと考える。

② 銃砲所持者がそれぞれ関係する団体に入会することによって横の連絡が

密になり、情報交換の機会も得られ、個々の人となりが分かり、事故等の

防止に?がるのではないか。

③ 銃砲所持者の射撃団体又は狩猟団体への加入を義務付け、互いの情報交

換を通じての事故・事犯の防止に努めること等を図ることに役立つものと

考える。

④ 銃所持許可証の全国統一化で許可証内容を同一にする。所持許可証に現

品引渡し欄（裏書）を設け記載させることにより所持許可証のコピーで銃

を手渡すことが防止できる。また、所持者が譲渡したときにも何処に譲渡

したかを記載することで銃の行き先が判明する。更に、猟銃等には、車両

の車検制度に似合う制度がない。従って銃の個人間取引が出来る状況では、

その銃が性能・基準を満たしているかどうか確認できない。また、インタ

ーネット販売の温床になる可能性がある。今後猟銃等の販売営業許可を得

ている事業者経由にすることで実態把握が出来、適正、適法に管理するこ

とが出来る。

⑤ 今回の事故・事犯を踏まえ、今後は、銃器を許可又は更新する者は必ず

大日本猟友会、日本ライフル射撃協会又は日本クレー射撃協会の何れかに

入会しなければ許可できないと言う法改正すべきである。

⑥ 銃器の不信感より、銃器への慣れを行えるように、貸し銃制度の見直し

をすべきである。

Ⅱ．開催日時

第１回懇談会：平成２０年１月２２日 １４時～１６時１０分

第２会懇談会：平成２０年１月３１日 １０時～１１時３０分

Ⅲ．開催場所

岸記念体育館：東京都渋谷区神南１－１－１

Ⅳ．参加団体

①（社）全日本指定射撃場協会

②（社）全日本狩猟倶楽部

③（社）大日本猟友会

④（社）日本火薬銃砲商組合連合会

⑤（社）日本クレー射撃協会

⑥（社）日本ライフル射撃協会

⑦（社）日本猟用資材工業会
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参-内閣委員会 平成 19年 12月 20日

○松井孝治君 おはようございます。年末のお忙しい時期ですが、官房長官、そして国家
公安委員長始め政府側の御出席をいただきましてありがとうございます。
本日は一般質疑ということでございますが、去る十四日に発生をいたしました佐世保で

の散弾銃乱射事件、この問題を契機に、銃刀法の改正その他法令の改正が必要ではないか
と、その辺りを中心に御質問をさせていただきたいと思います。
まずは、十四日の極めて残忍な事件、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするととも

に、おけがをされた方々の一日も早い御回復を私からもお祈りさせていただきたいと存じ
ます。
その上で、まず、これは警察庁の方に事務的に御答弁をお願いしたいんですけれども、

非常に多くの報道がなされています。いまだその事件の真相というのは解明の半ばにある
と思うわけでありますが、この佐世保での銃乱射事件の被疑者に関しては、近隣住民の方
から既に大分前に警察に通報があって、警察がその被疑者に接触をして、元々、銃の、こ
れは先台というんでしょうか、そこを警察に預けるというような指導をし、被疑者も納得
をしていたというふうに聞いていますが、どうもどういうわけかその後そのことがさたや
みになって、銃の先台をそのときにきちんと被疑者が預けていればこういう事件起こらな
かったかもしれない、こういうふうに言われているわけでございますけれども、これ、ど
うしてうやむやになってしまったのか、そこら辺の事情を警察庁政府参考人の方からお答
えいただきたいと思います。

○政府参考人（片桐裕君） まず、私の方からも、本件で亡くなられた方々の御遺族の皆
様方にお悔やみ申し上げますとともに、けがをされました方々には心からお見舞いを申し
上げる次第でございます。
本事件について、まず経緯から御説明を申し上げますと、今御指摘のあった通報でござ

いますが、平成十七年四月に、本件被疑者の付近にお住まいの方から管轄の駐在所に対し
て、本件被疑者につきまして、夜中にトイレを借りに来るなどの奇妙な行動があったと、
このような者に猟銃の許可を与えていいのかといったような御通報があったわけでござい
ます。この通報、これは電話でございますけれども、この通報を受けました駐在所員は、
この内容を本署の担当課であります生活安全課に報告をいたしまして、そして生活安全課
の課員が通報者宅を訪れて更に詳しいお話を伺っております。
このときお話しされたのは、通報者御自身が御不在でございまして御家族の方からお話

を伺っておりますが、その結果、こういった奇妙な行動があったのはそれより更に二年前
のことであったというふうなことのようでございます。それを踏まえまして担当課では、
本件被疑者に電話で連絡を取りまして、入院歴があるかどうかの確認などをするとともに、
猟銃の重要な部品である今御指摘のございました先台を署に預けるように指導したという
ふうに承知をいたしております。
従来から、長崎県警察におきましては、県警独自の施策として、事件、事故の発生の防

止のために、猟銃の部品のうちの大事な部分であるこの先台の保管委託を推奨いたしてお
りますけれども、これにつきましては何らの法的根拠はなく、所持者の協力を得て先台の
提出を受けているということでございます。
御指摘の件につきましても、あくまでも所持者である本件被疑者の協力を得て保管委託

させようとしたものでございますけれども、電話で、そして本人が同意したようでござい
ますけれども、残念ながらその後、先台の提出がなかったというふうに承知をいたしてお
ります。

○松井孝治君 いや、私が伺っているのは、ですから、なぜそこまでコンタクトしながら、
被疑者も了承していたにもかかわらず、その後フォローしたんですか。その警察署の方で
更に連絡して、提出がないけれどもどうなっているんだ、あるいはその被疑者宅を訪れて
その先台を預かるということをその後努力されたんですか。



- 2 -

○政府参考人（片桐裕君） その後したかどうかについては記録が残っておりませんで、
また記憶も定かでございませんけれども、一般的には、長崎県警察としましては、本件は
あくまでも推奨ベースのことであるので、その後提出がなくても格別の再度連絡を取ると
かいうことは一般的にはしていないということでございます。

○松井孝治君 これがおかしいと思うんですよね。要するに、明らかに近所の方々から、
夜中の二時にトイレを貸してくれといって、いや、この家はどこからでも入れるねみたい
なことをつぶやいたというふうに言われている、そういう通報者がいらっしゃって、いっ
たんは動いてその重要部品である先台、要するに銃を預かるようなものですね、それを使
えない状態にできる、そうしておきながら、その後、向こうから音さたがないからといっ
てほったらかしにしていたということじゃないんですか。違いますか。

○政府参考人（片桐裕君） 繰り返しになりますが、この先台の提出というのは、例えば
盗難の防止であるとかいうふうなことの観点からなるべくやっていただこうという観点か
らやっているものでございまして、したがって、一般的にはそれ以上の催促はしないとい
うことのようでございます。
なお、ちなみに、本件被疑者については、この御通報があった約四か月後でございます

けれども、銃の許可の更新の申請がございまして、それに対して担当課員が面接をし、な
おかつ診断書の提出も求めて、更新をしても差し支えないというふうに判断したというふ
うに承知をしております。

○松井孝治君 済みません、時間がありませんので簡潔にお願いいたしたいと思います。
今日、配付資料を皆さん、委員あるいは答弁者の方々に配付させていただいております。

「猟銃 空気銃の所持許可の欠格事由」ということでございます。銃刀法という法律に基
づいて、銃の保有については許可に係らしめている、そのときにこういう事情があると許
可しないという欠格事由なんですね。これをざっと見てみますと、いろいろあるんですが、
それから、日本の警察は世界でも類にないぐらい厳しく銃の保有許可をしている、管理を
しているというふうに言うんですが、私はそこに穴があるんじゃないかと思っているんで
す。
それで、こういう不審な挙動がある方に対して例えば銃の保有許可を取り消せないのか

ということを事務的に伺いました。そしたら、どこで読むのかと、欠格事由がなければ取
り消せませんと。ですから、例えば銃刀法違反で銃を暴発させたとか、そういうことがな
い限り、この欠格事由のどこかに当たらなければいけない。一般的に言うと、今回の被疑
者のケースなどでいうと、下から二つ目、他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害す
るおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合でないと取り消せない。
そして、これはもう報道等でも言われていますし、現場の警察官等の証言もありますが、

いったん許可を与えてしまうとなかなかこれを取り消せない。なぜならば、この下から二
つ目の事由に当たるかどうかということについて、相当な理由があるということを証明し
なければ行政訴訟の対象になってしまう。現にそういう訴訟も起こされている。非常にそ
こが慎重になっていて、官房長官や大臣もごらんになられていると思いますが、いろんな、
読売新聞等に出ていますが、現場の警察官、なかなか許可をいったん与えたら取り消せな
い。
後で具体的に数字も、まあ私の方からもう時間がないから説明しますと、平成十八年度、

許可の更新、大体申請が四万九千人以上あります、その中で許可の不更新になった、これ
は五名なんですね。五名だけ、四万九千人のうち。しかも、そのうち欠格事由に基づいて、
この許可基準を満たさないということで欠格事由に基づいて不許可になった、更新しない
ということになったというのは三名、これは警察庁からいただいた数字でございます。そ
ういう状況で、今回の容疑者、被疑者、まあ死亡されてしまいましたから詳しい事情は分
かりませんけれども、この方も近所から通報があっても結局のところ不許可処分にもでき
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なかったと。
こういう状況にあるわけでありますが、そもそも、生活安全局長、例えば佐世保署とい

うのは二、三百人警察官がいらっしゃる署だと伺っておりますけれども、その中でこうい
う銃刀法の許可とか取締り担当の方というのは、専属の方は何人いらっしゃいますか。

○政府参考人（片桐裕君） 佐世保署の署員は二百四十九名でございまして、この銃砲関
係の許可事務に携わっている職員は、当時も現在も三名でございます。ただ、これは銃砲
の所持許可のほかに、例えば風俗営業の許可とか古物営業の許可とか、そういうのを併せ
て、いわゆる兼任して携わっているということでございます。

○松井孝治君 要するに、官房長官、大臣、泉大臣、専任の方なんていらっしゃらないん
ですよ。生活安全課とか生活安全係の方で、今おっしゃったような青少年の非行対策とか
ＤＶとかストーカー対策とか、あるいはサイバー犯罪、今日もう時間がないと思いますけ
れども、そういう、あるいはごみの不法投棄とか悪徳商法対策とか、全部担当しているん
ですね。そういう方々がもう本当に忙しい中で、本当に事務の一部分を銃刀法の規制に担
当しておられると。したがって、さっきの先台の話も、その方がほったらかしにしたとい
うよりは、恐らく何か忙しいほかの事案が入ってきたんだと私は好意的に解釈しているん
ですがね、過去のことばっかり責めるよりはむしろ今後の対応を考えるべきだと思います
から。だけれども、そういう状況にあるということを大臣も官房長官も認識していただき
たいんですが。
そこで、大臣、国家公安委員長に伺いたいと思うんですが、この所持許可の欠格事由、

先ほどお手元に配った、ここの最後のところで読んでいるということなんですが、どうも
五万件更新申請があって、五人分しかはねられていない。しかも、この欠格事由ではねら
れているのが三人しかいない、十八年で。こういうことで本当にいいのか。もう少し人員
も増強し、場合によっては、私どもは、この不許可要件、欠格事由というものを弾力化す
る、すなわち許可をもっと厳格にしていく、あるいは不審な行動が目立つ場合は、これ銃
を持つというのは固有の権利じゃないと思うんですね、人間の、原則はやっぱり銃は持た
せてはいけないんだと、そこはもう少し現場の判断で不許可にできる、あるいは許可申請
を認めない、場合によっては一時警察が保管をする、そういうことをもっと弾力的にやれ
るようにすべきだと思いますが、大臣の御見解いかがでしょうか。

○国務大臣（泉信也君） 今回の事件を今解明するために努力をしております。
その中で、先生御指摘のような、周辺の方々からの御指摘の中でなぜ対処ができなかっ

たかということも大きな問題だと思っております。
欠格事由を余りに厳格に見過ぎておるのではないかという御指摘であるかと思いますけ

れども、確かに銃は一般的に持つべきではないと、その中で特定の方に許可をするという
考え方でありますので、更新の際にもここに列記してありますような項目について厳重に
確認をするという作業がどうしても必要だと私は思っております。そして、むしろ不適格
者を排除するという姿勢を持って第一線の警察官が所持者と対面をするというようなこと
をやっていくべきだと思っておりまして、厳格にとらえ過ぎておるという御指摘も、確か
にそういう点があって排除ができないという面もあったかと思いますけれども、むしろこ
うしたことをきちんとやっていく、そしてまた、周辺からの情報を的確に把握していくと
いうことがこれからの銃行政の中で重要なことではないか、これから早急に必要な部分の
見直しをしていきたいと考えておるところでございます。

○松井孝治君 是非見直しをしていただきたいと思うんですね。
恐らく、大臣や官房長官のお手元にはこういう事務方から上がった資料があると思うん

ですがね。これに基づいて私はさっきの数字、五万人で不更新が五名、そのうち欠格事由
に基づく不更新は三名という話をさせていただいているわけでございます。
ちょっと別の観点から伺いたいと思うんですけれども、銃刀法の二十四条の二に、警察
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官は、銃砲刀剣類を携帯又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的
に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められている場合におい
て、その危害を防止するため必要がある場合は、これを提出させて一時保管することがで
きるという規定がございます。要するに、怪しい者から銃を一時取り上げて保管すること
ができるという規定がございます。
これを、例えば昨年、何件ぐらいこういう一時保管をさせた事例がありますか。

○政府参考人（片桐裕君） 調査をいたしましたところ、昨年は一時保管した例はなかっ
たというふうに承知をいたしております。

○松井孝治君 大臣、官房長官、この二十四条の二の規定、一時保管、怪しい者から一時
保管した例というのは昨年ないんです。ゼロなんです。
それから、銃刀法の十条の六に鉄砲の保管状況について立入検査、これができるという

規定がありますね。この立入検査、昨年何件されていますか。

○政府参考人（片桐裕君） 立入検査の件数については、各県では掌握しておりますけれ
ども、私ども警察庁として統計的に掌握しているということはございませんが、多い県は
数千件というところもあるというふうに聞いております。

○松井孝治君 多い県、数千件ということだったらそれなりに立入検査しているのかもし
れませんが、むしろそれは基本的に暴力団とか、合法銃の立入検査というのはどれぐらい
しているんですか。

○政府参考人（片桐裕君） ただいま申し上げましたのは、許可銃についての保管場所に
ついての立入りでございます。

○松井孝治君 是非それは、警察庁全体としてどれぐらいの立入調査をしているのか、立
入検査をしているのかというのは把握していただきたいと思います。
もう一点、局長にお伺いしたいんですが、全国で三十万五千丁合法銃があるというふう

に言われていますが、この合法銃、自己保管と共同保管、共同保管というのは、例えば射
撃場で保管をしてもらうとか、そういうことが認められているわけですが、自己保管、御
自宅に保管されているのが何丁あって、共同保管されているのが何丁あるか、その数字を
教えてください。

○政府参考人（片桐裕君） 銃刀法におきましては、基本的には銃は個人の保管、個人が
堅固なロッカーに保管をするということが前提、建前でございますが、ただ、長期の旅行
とか入院をする場合など、盗難防止その他危害予防上必要がある場合には、一定の設備等
を有します銃砲店とか、あと指定射撃場で公安委員会に届け出た、いわゆる猟銃等保管業
者と言っていますけれども、ここに保管の委託ができるという規定がございます。
そこで、ではこの保管の委託をした数がどれぐらいかということは私どもは掌握してお

りませんが、ちなみに猟銃等保管業者として届出があった業者の数は全国で四百七十二で
ございます。

○松井孝治君 要するに、警察庁は、この三十万五千丁の銃のうちどれだけが自宅で保管
されて、どれだけが共同保管されているかという数字を御存じない状況なわけであります。
先ほど、長崎県警では先台を原則皆さんからお預かりするように努めている、ただそれ

は任意だからできないという話がありました。私は、これ今どんどん、例えば都心部なん
かだったらマンションでオートロックの御自宅が増えているわけですね。共同監視もでき
ないわけですよ。ほとんど立入検査とかあるいは実際の一時保管みたいな指導もできてい
ない。
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そういう状況ですから、銃を個人の責任でどこまで持たせておいていいのか、むしろ先
台を原則保管しようということぐらいであれば、銃は四百数十とか五百ぐらいであればま
だ保管がしやすいわけですから、保管の管理がしやすいわけですから、例えば一つの御提
案なんですが、共同保管を原則にする。例えば、警察署であるとか、あるいは競技用のラ
イフルなどを所持しておられる方は、それは射撃場でしか撃てないわけですから、そうし
たら射撃場にしっかりかぎを掛けて、そこを警察官が定期的に立ち寄りをするような、そ
ういう射撃場で共同保管してもらうとか、一定の銃砲店に登録をしてそこで共同保管して
もらうとか、そういうことを、費用の問題、警察署で保管するということになるとこれを
どう取るかという問題はあるかもしれませんが、発想を変えて、まあ鳥獣被害等で猟師さ
んがとにかく出掛けていかなければいけないというような事情はあるかもしれませんが、
むしろ共同保管を原則にして個人の自宅での保管というのをできるだけ少なくしていく、
もうそういう法改正、あるいは考え方を変えていくということはできないんでしょうかと。
これは、大臣にお伺いしたいと思います。

○国務大臣（泉信也君） 御指摘のような事柄については、大変我々としてこれからとも
検討に際して考慮すべき御提案だと思っております。
ただ、一か所に集中することによって逆に犯罪を誘引しかねない、これはもう先生御指

摘いただきました警察署等と、あるいは厳重な保管ということを前提にお話しをいただき
ましたけれども、そういうことにも配慮をしなければならない。また、あってはならない
ことですが、長期的にある種の計画の下に預けた銃を引き取ると、そして犯罪に及ぶとい
うようなこともございますので、このことが今回のような事件の再発を防ぐ、まあ大きな
要素とはなり得ても決め手にはなり難い点もあるというようなことから、我々としては御
提案を真剣に取り上げて検討をさせていただきたいと思います。

○松井孝治君 先ほど生活安全局長から、それがなければ使えない先台の部分を原則皆さ
んから警察署の方で預かると、そういうことを指導していたというようなお話があったわ
けですよね。それだったら、例えば銃本体を警察署で預かってもいいわけですし、あるい
は、例えば全部先台だけは警察署で預かると、例えば銃の重要部品をきちんと警察で預か
るという制度を法定したっていいわけですよね。そういうことを考えられませんか。それ
だったら別に、逆に、今おっしゃったような警察署で全部先台は預かるということにして
しまえば基本的に問題ないわけですよ。だから、そういうことは考えられませんか。

○国務大臣（泉信也君） 最初申し上げましたように、御提案は受け止めさしていただき
ます。いろんな分野から検討を重ねなきゃならないと思いますし、利用者の方々の御意向
も我々は徴しなきゃならないと思いますので、ここでその方向に走りますということはも
う少し時間をかしていただきたいと思います。

○松井孝治君 それから、もうこの問題、いろんな問題がありまして、最初、私は警察の
方から、日本は合法銃の取扱いというのはもう世界でも一番厳格だと言われていたんです
が、どうも怪しい点が幾つも出てまいりました。
これ、ちょっと時間がなくて答弁者の方々だけお配りをさせていただいたんですが、イ

ンターネット販売が行われているんですね。新聞とかテレビで、インターネットで今銃が
買えますよと。最初、私は不法銃の話、違法銃の話だと思っていたんですが、こういうも
のがあるんですね。これ見てみると、後で銃砲店としての許可も受けておられるという番
号が後ろに記されています。見ると、インターネット通販もできると。送料で幾らで、要
するに配送しますということなんです。
ところが、銃刀法二十一条の二というのを見ますと、「許可証を提示した場合でなけれ

ば、」、この許可証というのは基本的に一銃につき個人が、私が銃を買うというと、その
銃一丁につき一枚の許可証が出るわけです。それを「提示した場合でなければ、銃砲又は
刀剣類を譲り渡してはならない。」という規定があるんです。
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要するに、私、普通にこの条文を読めば、これは対面販売で許可証を見せて、恐らく多
くの銃砲店ではそうされていると思うんですが、本人確認、免許証なりで本人の顔写真見
て、ああこれは確かに松井であると、許可を持っていると、この銃だと、型番であるとい
うことで譲り渡す。インターネット通販だったら、そんなもの全然できないじゃないです
か。こういう事例がある。
これは警察庁にも事前通告してありますが、警察庁の方からも情報は上がっていると思

いますが、大臣、こういう事例、これ違法じゃないですか、明らかに、銃刀法。大臣、時
間がありませんので。

○国務大臣（泉信也君） 御指摘の二十一条の二というのは許可証の提示を規定してある
わけでありまして、基本的に対面でなきゃならない。あるいは、許可証を郵送するという
ことは、本人が郵送して求めるということは可能であると思っておりますけれども、こう
いう本人の許可証自体を見ることもなくネット上だけで販売をされるということは、これ
は正直私自身少し気が付くのが遅かったと、このように思っております。

○松井孝治君 今大臣、大事なことをおっしゃったんですよ。許可証を郵送して販売する
のは、郵送してインターネット通販の方に送ってそれで銃を、まあゴルフクラブのように
見えるかもしれないけど、送り返してもらうのはいいかもしれないとおっしゃったけど、
それは違うでしょう。許可証を郵送したら本人確認できないじゃないですか。それは明ら
かに法の趣旨に反していませんか。あるいは、それが法の趣旨に反していないというんな
ら法の不備じゃないですか。大臣、いかがですか。

○国務大臣（泉信也君） この二十一条の二に言う提示というのは、相手方がその内容を
確認することができる状態に置けば交付するに足りるという考え方と解されておりまし
て、郵送という行為は提示の内容を充足しているというふうに解しておるわけであります。

○松井孝治君 これ、時間がないですから後で我々の案をまとめますけど、そんなことを
したら、同居の家族だったら、同じ住所だったら本人確認せずに買えますよ。何で個人の
許可に係らしめているんですか。全く僕は今の大臣の答弁には納得できませんが、ちょっ
とほかにも聞きたい点があります。
次の問題、今日は経産省にもおいでいただいておりますが、この馬込被疑者は二千七百

発の実弾を持っていました。本来こんなに多くの実弾を持っているということは、これは
火薬取締法違反なんですね。それは、もううなずいておられるから確認の必要がありませ
ん。
ここで伺いたいのは、火薬取締法上、警察が、まず本人が、馬込被疑者なら馬込被疑者

が何発年間銃弾を買えるかというのは分かるわけで、許可しているわけですね。それはい
いんですが、実際それを何発使っているのかということは分からないんじゃないかと。こ
の銃砲店も千発銃弾を売り渡したりしているわけですが、本来は八百発以上の銃弾は保管
庫なりが必要なんですけれども、千発売っていること自体がおかしいんですが、何かその
報道によりますと、二百発はもうすぐ使うからといって千発買っていると。
要するに、本人がどれだけの弾を実際、まあ在庫と言ったら変ですけれども、持ってい

るかどうか、その八百発以上は保管庫が要るとか言っていますけれども、何発持っている
かという在庫を何らかの本人からの報告徴収を受けている、今そういう制度はありますか、
ありませんか。時間がありませんので、事実関係だけで結構です。

○政府参考人（稲垣嘉彦君） 現行の火薬類取締法では、現在はそういう保管状況を把握
をしておりません。

○松井孝治君 泉大臣、ないんです。警察は、年間この人に何発砲弾を売っていいという
許可はしておられます。だけど、それを実際使わずにどんどんどんどんため込んでおくこ
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とについて、何発その人が持っているかというのは把握できる仕組みに、これは警察庁、
経産省の事務方に確認しましたが、ない。
本来だったら、そういう報告をきちっと徴収するというような制度があってしかるべき

なんだけど、火薬類取締法というのは、まあこれは官房長官御存じだと思いますけれども、
爆発物の管理ということで規制している法律なんですね。砲弾をどれだけ持っているかと、
むしろどっちかというとダイナマイトみたいなものをどう管理するか、むしろ、治安上こ
の人が三千発も実弾を持っているのはちょっと怪しいんじゃないか、おかしいんじゃない
かということを管理する法体系になってないんですが、泉大臣、ここの点についてしっか
りと今後、火薬類取締法になると経産省の所管になりますが、むしろ治安の維持という観
点から何らかの法整備を経産省と場合によっては協議の上されるおつもりはございます
か。

○国務大臣（泉信也君） 御指摘のように、火薬類取締法との関係については経産省とま
た御相談をさせていただく必要があると思います。ただ、今回の件を、今分かっている状
態で二千七百発も本人が持っていたというようなことがなぜ確認できなかったか、なぜ購
入した弾の数と使用した弾の数がきちんと照合できていなかったかということについては
手落ちがあったと言わざるを得ない点がございます。せっかく一年に一回この検査をやっ
ておるわけでありますので、そういう時点で購入した弾の数と残存の数とを照合していく
ような仕組みが必要ではないかと思っております。
いずれにしましても、こういうことも含めまして、これからしっかりと検討してまいり

たいと思います。

○松井孝治君 官房長官、今までの質疑を聞いていただいたと思うんですが、私は、世界
一この合法銃の管理については厳しく厳格にやっています、御近所の聞き合わせも全部や
っていますと、警察庁からそういうふうに聞いていました。銃刀法を、前回政府提案のも
のを議論していただいたときもそういう話も伺っていました。
ところが、今話を聞いてみると、この許可基準、欠格要件というのが厳し過ぎて現場は

悲鳴を上げているんですね。取消しができないから家族に相談して、とにかく家族で説得
して自主返納してもらっている数というのも相当数に上っている。要するに、法律の運用
ができないから、法律以外で、本人の自発的意思ということで家族もろとも説得をして返
納してもらっている、そういう状況に現場の警察官は置かれています。
そして、保管の状況も、今どんどんどんどんオートロックのマンションが増えている中

で、個々のお宅で本当にこういう散弾銃が何丁も保管されているという状況でいいのかど
うか。あるいは、本来、銃というのは個人に、一銃ごとに許可というものを付して本人は
購入できるわけですが、それがインターネットで堂々と販売されている。代引き、クレジ
ットカードで決済して送ってくるというようなことが行われている。あるいは、今申し上
げたように、実弾をどれだけ本人が持っているかということについても把握できない状況
になっている。こういうふうに、いろんな穴が今回の事件で明らかになってきていると思
うんです。
我々は別にこんなことで党利党略を主張するつもりはありませんが、民主党としてこれ

は是非、政府のおしりをたたく意味でも、銃刀法その他の法令の改正案というものをまと
めていきたいと考えていますけれども、これ政府として、今回の犠牲になられた方々の死
を無にしないためにも、こういう事件がやはり最近相次いでいます、是非銃刀法その他の
銃器規制というものを強化していただきたい。銃器対策本部長でもある官房長官から一言
決意を伺いたいと思います。

○国務大臣（町村信孝君） 今委員から大変貴重な御指摘を数々いただいたと思っており
ます。
まず、今警察の方は当面事故の解明ということを全力を挙げるんだろうと思いますが、

同時に、今後どういう対策を的確に打っていったらいいかということで、今委員の方から
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お配りいただいた欠格事由のこうした決め方、あるいはインターネット販売が本当に許さ
れていいのかとか、あるいは弾の保管状況のチェックでありますとか、幾つかの問題点が
確かにあるんだなと。
これは確かに、警察官、本当に忙しいし、次々新手の犯罪も出るし、増員を今着々とし

ているんですが、なかなかそれに追い付かないというようなこともございますけれども、
そういう中であっても、今後どのようにしたら銃刀の厳しい管理というものができ、そし
て国民の皆さん方の不安を解消できるか、こういう観点から、今御指摘いただきましたが、
銃器対策推進、私が本部長ということでございますから、また関係する省庁も多いようで
ございますから、しっかりと、今回の事件の教訓を得ながら、国民の皆さん方が安心、安
全な生活を送れるように鋭意検討を進めてまいりたいし、的確な対策を講じていきたいと、
こう考えております。

○松井孝治君 終わります。

○風間昶君 まず、今回の佐世保市で起きた散弾銃乱射事件において亡くなられた方々、
御遺族には本当に心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、また、けがされた方々に
もお見舞いを申し上げます。
ちょっと、少し前のことでありますけれども、平成十四年に栃木県の宇都宮でしたか、

隣の人が隣の奥さんを散弾銃で殺傷させた事件について、今年の五月の二十四日、宇都宮
地裁で判決が出ました。犯人の男性に対する猟銃所持の許可に過失があったということで、
県に四千七百万円の支払命令が出たのでありますが、これに対して十日後でしょうか、県
の方が今控訴しているわけでありますけれども、こういう状況の中ではありますが、どっ
ちにしても、猟銃許可に過失があったという、まあ言わば警察に対する正に責任を重視し
た司法判断が出されたわけで、このことについて警察庁としてはどのように受け止めてい
るのか、教えてください。

○政府参考人（片桐裕君） 御指摘の事件は、過去に隣家とのトラブルのあった男に対し
て猟銃の所持を許可しましたところ、その猟銃を使用して隣家の女性ら二人を殺傷し、ま
た自らも自殺をしたという事件でございまして、御遺族の方から、警察がトラブルを知っ
ていながら男に違法な猟銃の許可を与えたことによって事件が起きたということで提訴さ
れているものでございます。これに対しまして、本年五月に判決が出まして、警察の違法
な許可によってこの事件は発生したということで、七千七百万円の慰謝料の請求が行われ
たというものでございます。
この事件、栃木県の方で今控訴中でございますのでコメントは差し控えたいと思います

けれども、ただ、こういった事件もございましたし、各都道府県警察に対しては各種会議
の場を通じまして関係法令に基づく厳正な許可行政の運用を行うように繰り返し指示を
し、徹底を図ってきているところでございます。

○風間昶君 最近のデータだと思いますけれども、この散弾銃、ライフルの猟銃やあるい
は空気銃を所持されている方々が十七万五千人ちょっといらっしゃって、出回っている銃
は三十三万九千丁というふうにお聞きしていますけれども、単純計算すると一人が二丁持
っているという計算に一応なるわけでありますけれども、そういう意味ではアメリカに比
べてはるかに少ないものの、極めて我々の身近にこの銃は存在しているということだと思
うんです。
ましてや、猟をなりわいとする人や、あるいはそういうことで必要な機器として銃を使

わざるを得ないような人もいらっしゃるわけでありますから、そういう意味で、今回佐世
保の事件だけじゃなくて、同種の事件が起こってくると必ず提訴される可能性があります
ので、それに、その司法の判断をまつまでもなく、今回地裁で一定の判断が出たわけであ
りますから、そうなりますと、国として、国家公安委員会として全国の都道府県に具体的
にどのように指示していくかということが極めて大事だと私は思うんです。
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今局長は何を指示したのか、ちょっと明確にもう一回言っていただきたいし、都道府県
公安委員会に対してどういう指示をこれからきちっとしていくのかということを改めて伺
いたいと思いますけれども。

○政府参考人（片桐裕君） 今も申し上げましたように、本件まだ控訴中で、係争中でご
ざいますので、まだ具体的な問題を摘示してこうしろというふうな指示はいたしておりま
せんが、ただ、一般的に銃砲の許可については厳正にやるようにという指示をいたしてい
るところでございます。
また、この事件も含めて、そしてまた特に今回の佐世保における事件等々をよく検証し

まして、また他方で、全国警察において行われている銃器行政の実態について、運用につ
いてよくまたこれも点検をして、その上で問題点を抽出しながら、今後できる対策は講じ
てまいりたいというふうに考えております。

○風間昶君 毎年四月に行われているこの銃器保持の一斉の点検を、来年は洞爺湖サミッ
トがある関係上、一月の末から二月の中旬まで行うのを更に早めて、今回の佐世保事件を
きっかけに、昨日、おとついでしたか、十八日でしたか、指示が出されたというふうに報
道で分かりましたし、また十八日には、泉国家公安委員長が閣議後の会見でおっしゃって
いることが、通報の扱いに落ち度がなかったか、また所持を許可された人の情報収集の在
り方も検討したいというふうに述べられたと報道されていますけれども、具体的にこれを
やったのかやらないのか、あるいは情報の在り方としてどうするのか、これを是非、泉国
家公安委員長に承りたいと思います。

○国務大臣（泉信也君） 今回の佐世保の事件につきまして、時系列的にどういう警察が
行為を取ったかということがかなりの部分は解明をされておりまして、今朝ほど来御議論
もございましたように、今回の銃を乱射した当人に対して電話をする、あるいは診断書を
きちんと見るというようなことをやってきたことは間違いない事実であります。
ただ、それが十分であったかどうかということを考えるときに、事件が起きております

だけに、決してこれでよかったということにはならない点が残っておるんではないか。そ
ういう点を解明するためにも、今回の事件の全容をまず明らかにするということに今積極
的に取り組んでおるわけです。
同時に、先ほど局長が答弁いたしましたように、これまでも銃の保持、管理についての

注意は喚起してきたわけでありますが、この際、もう一度我々としては、当面取り組むべ
きことは何か、そしてまた、将来に残される課題は何かというような姿勢からこの問題に
対処したい、銃の問題に対処したい、このように考えておるところでございます。

○風間昶君 先ほどの松井委員の質問にもありましたように、この所持許可のやはり審査
の在り方に、私はもう一回きちっと適正な審査が行われるように見直しを含めた議論をす
べきではないかというふうに思います。
そして、一度取ったら、もう取消しになることはかなり難しいのが現状ですよね、欠格

条項を除いては。したがって、余り頻繁に銃の事件が頻発することをかんがみると、銃を
取り上げていく、許可の取消しということについてもう少し実効性をあらしめる検討が具
体的に必要でないかと思いますけれども、そのお考えありやなしや。

○国務大臣（泉信也君） 今回の事件が発生いたしまして一週間経過をして、今ここで確
たる方向性を申し上げるにはもう少し時間をおかりしたいと思いますが、今回、私どもが
取り組もうとしておる中に、具体的には許可及び更新時の審査の在り方というのが一つの
重要なポイントだと、それから市民からの情報をどう受け止めていくか、それにどう対処
していくかということなどが今回の我々の対処するべき一つの大きなポイントではないか
と、こんなことでこれから検討を至急行いたいと思っておるわけでございます。
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○風間昶君 この事件の後、総理は、いろんな問題があるんだろうと、使用基準とか管理
とか、その中身についてよく検討しなければならないということで、規制強化、銃に対す
る、検討する側の方向性の御発言がありました。それに対して指示を出されたというふう
に報道で出ております。この生活安心プロジェクト関係閣僚会合の席上、指示をされたと
いうふうに報道でなされていますけれども、具体的に国民生活の、国民の生命、安全を担
われる、国家公安委員長だけじゃなくて、その担当大臣であります岸田大臣は、そのこと
をどのように指示を受けて、そして銃規制の具体化を政府全体としてどのように図ってい
かれるのか、お考えを伺いたいと思います。

○国務大臣（岸田文雄君） 今回の佐世保での乱射事件、十二月の十四日に発生をしまし
て、今、容疑者が自殺したこともあり、その全貌究明のために努力が続けられているとこ
ろであります。そして、先ほど泉大臣からもありましたように、銃規制の在り方等につい
ても関係省庁におきまして検討が行われていると認識をしております。
私自身、政府の銃器対策推進本部の副本部長という立場に立たせていただいております

が、こうした関係省庁の検討の状況、これを見させていただきまして、各省庁間の総合調
整をする必要があるということになりましたならば、銃器対策推進本部としましても、こ
うした総合調整を図るべくこの本部を動かしていかなければいけない、そのように思って
おります。
そういった形で、政府としましてこの問題、政府全体で取り組んでいきたい、そのよう

に考えております。

○風間昶君 お言葉ですけど、今までできている銃器対策本部は、むしろ暴力団や、いわ
ゆる一般の猟銃やあるいは空気銃を持っている方々に対する銃器対策本部ではないと私は
認識しているんですけれども、それに間違いないと思いますが、新たに、したがって一般
の猟銃を取り扱う人に対しての銃規制の在り方もここで検討していかなきゃならないと思
っていますが、どうですか、そこは。

○国務大臣（岸田文雄君） 生活の身近なところにあるこの銃器のありようというのは、
国民の安心、安全、生活におきまして重大な関心事だと認識をしております。今回、許可
を受けている銃規制の範囲内での銃器のありようが今問われているわけですが、こうした
ありようも国民の重大な関心事ということで、しっかりと政府としても取り組んでいかな
ければいけない、そのように思っています。
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衆-内閣委員会 平成 19年 12月 21日

○田端委員 おはようございます。公明党の田端正広でございます。
きょうは、銃規制の問題で質問をさせていただきます。
先般、長崎県佐世保市での猟銃乱射事件というのは大変に衝撃的な事件でございました。

これまで、どちらかといいますと暴力団対策としての銃刀法の改正等を主にやってまいり
ましたが、一般人が合法的に猟銃等を所持して、そしてそれが事件、事故につながるとい
うことについては、これは今回の事件を通して大変大きな問題提起がされましたから、こ
こは国としても政府としても、また議会においても議論を進めていかなきゃならない大問
題だ、こう感じます。
それで、ことしになって、例えば二月に埼玉で散弾銃による射殺事件というのがありま

した。また、五月には鹿児島で金融業者が弟さんを射殺するというような事件も起こって
いましたし、この十二月には東京で子供さんがライフルを誤射して弟さんのとうとい幼い
命が奪われる、こういう事件等が相次いでおります。
つまり、猟銃、散弾銃、ライフルあるいは空気銃、これらによる事件が近年どのぐらい

あったのか、そしてまた、今許可されているのは十七万五千人ぐらいだと聞いております
し、また三十万丁ぐらいあるというふうに聞いておりますが、その辺についてお尋ねした
いと思います。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
まず、猟銃等の許可丁数でございますが、平成十八年末現在、三十三万九千百九丁でご

ざいます。これは、御参考までに平成十四年末と比較いたしますと、四万三千二百五十八
丁減少いたしております。
それから、猟銃等を使用した事件、これは刑法に該当する罪でございますけれども、こ

の件数につきましては平成十八年が七件でございます。御参考までに申し上げますれば、
平成十四年が十三件でございました。
さらに、猟銃等の事故の件数でございますが、これは猟銃等を使った自殺も含めてでご

ざいますけれども、平成十八年が四十八件でございます。ちなみに、平成十四年は五十四
件ということになっております。

○田端委員 今も、事故の数等も大変多いわけであります。
この問題で問題なのは、猟銃、空気銃の所持許可の申請手続から許可をもらうまで、こ

の縦系列といいますか、まず申し込みをして、筆記試験があって技能検査があって、そし
て実施の講習とテストがあって、そして交付の、所持許可が出る、それから実際に猟銃の
確認ということで番号等が警察で確認される、こういう約五段階ほどの段階があります。
それで、平成十八年で当初講習を申し込んだのが五千二百四名だと聞いておりますが、

最終的に所持の許可になった方との間で千二百三十五人が交付されなかったということ
で、そういう意味では、申請の数から実際には二割前後の人が許可を受けられなかった、
こういうことになると思いますが、しかし、この間が大体三カ月だと聞いています。こう
いう手続のあり方でいいのだろうか、この段階と手続のあり方、これが一つです。
そしてまた、一たん受けたら、更新の期間というのは三年だと、生年月日等から計算す

るそうであります。原則、猟銃は二十以上、そして空気銃は十八歳以上、こういうことで
あります。いろいろな精神的な病気とか欠格事項がない限り、それらは三年でまた更新と
いうことになりますが、この三年という期間が果たしてそれで妥当なんだろうか、こうい
うことも感じます。
以上、手続の段階が今の状況でいいのかどうか、そして三年という状況が果たしていい

のだろうか、この辺のところ、警察庁の方ではどういうお考えでしょうか。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
猟銃等の許可の流れは今委員御指摘のとおりでございますが、重ねて申し上げますと、
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まず猟銃等の講習会、これは法令とか取り扱いに関する知識について行いますけれども、
あと射撃教習等、これは実技でございますが、これによって一定の知識とか技能を身につ
けているかどうかということを確認いたしまして、認められれば、その上で、今お話があ
った統合失調症とかうつ病とかといった病気にかかっていないかどうか、かかっていれば、
これは欠格事由になります。
それから、暴力団等の関係者でないかとか、また、他人の生命等に危害を及ぼすおそれ

のある者でないかどうかといったようなことで欠格事由の審査を行って、これに該当しな
い者に対してのみ許可を与えるという形になっております。
許可後でございますけれども、主に三年ごとに更新が必要でございまして、更新の申請

があれば、今申し上げました欠格事由に該当するに至っていないかどうかとか、また、銃
砲が許可の用途に使用されているかどうか、使用実態があるかどうかといったことについ
て審査を行いまして、取り消し事由に該当するということが判明した場合には取り消しを
行う、また不更新を行う、また、引き続き三年以上銃砲を使っていないということであれ
ばこれも取り消すことができるという形になっておりまして、大変厳しい規制になってい
るというふうに考えてはおります。
それから、有効期間、更新期間の短縮をすべきではないかという御指摘でございますが、

猟銃等の許可の有効期間は、昭和五十三年の銃刀法改正で、それまで五年であったものが
三年に短縮されております。これを短縮するということは、一方で不適格者を早期に発見、
排除できるという効果もございますけれども、他方で、許可を受けている方の御負担の問
題のほかに、私どもの体制の問題とか、またきちんとした審査を毎年毎年行うことができ
るかどうかといったような問題もありまして、そういったことも踏まえて検討しなければ
ならない。
またさらに、今現在、少なくとも年に一回は直接に許可を受けた方においでをいただい

て、面接をしながら、また銃の使用実態とか銃の状況とかを確認しておりますので、こう
いった制度等もあわせ考えて総合的に検討していく必要があるというふうに考えておりま
す。

○田端委員 例えば欠格事由については、精神病等で適正な取り扱いができないおそれが
ある者、または認知症である者、こうなっています。これは、果たして自分でそういうこ
とを言ってくるのかどうかということについては、公安委員会が医師の診断ということで
判断するとなれば、みずから自分がおかしいんですということを、現実問題、そんなこと
を言うでしょうか。だから、欠格事由についての該当事項はたくさん並べてありますが、
どこでどういうふうに判断するかということが非常に難しい問題だ、こう思います。
それで、今の三年等についてもこれはぜひ御検討いただきたいと思いますが、もう一つ

は、今回の馬込容疑者は、散弾銃三丁と空気銃一丁、そして、自宅で管理できる実包の弾
数が八百発であるにもかかわらず、二千七百とかという実包を所持していた、こういうこ
とが言われています。
そうしますと、この管理のあり方ということも非常に大きな問題をはらんでいるんでは

ないか。特に今後は、例えば実包については銃砲店に預けておいて、使うときだけ借りに
行くとかいただくとか、そういうやり方、あるいは、今回のように事件が起こりますと、
銃の管理も、第三者機関かあるいは警察かどこかにきちっと管理しておいて、そして使う
ときだけ自分の銃を使うとか、ちょっと面倒かもわかりませんが、何かそういうことでも
しない限り、これは非常に難しい問題だと私は思います。
そこで大臣、今申し上げたことをぜひ御検討いただきたいと思います。例えば、今ちま

たで言っていることは、もし自分の家の隣の人が猟銃を持っているということがわかれば
気持ち悪いというんですね。物の言い方も気をつけないといけないし、うっかりともし何
かで変なことになったら怖い、そういうことを国民の皆さんは思っているわけであります
から、銃の管理のあり方、これは一刻も猶予のないところにあるんではないか、こう思い
ます。
まず、今回の事件から出てきている問題提起がたくさんあると思いますので、この実態
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をきちっと整理していただいて対応すべきだ、こう思いますが、特に所管の大臣として国
民の皆さんにきちっと御決意を表明していただくことが国民の皆さんの安心にもつなが
る、こう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○泉国務大臣 今回の事件は、まさに市民の憩いの場所で乱射をするという、想像を超え
た事件でございまして、我々としても大変大きなショックを受けております。お亡くなり
になりました方々お二人に対する御冥福を祈りますとともに、けがをなさいました六人の
方々に一日も早く立ち直っていただきたい。特に、お子さんの二人はまだ十歳前後のお子
さんでございますので、心の傷を後まで残さないようにしていただきたいと思っておるわ
けでございます。
委員御指摘をいただきましたように、国民の皆さん方は銃に対する不安を大変お持ちに

なったということは疑えない事実でございます。本事件を契機に、私どもとしては、世界
一厳しいと言われております我が国の銃規制に対してそうした不安をお持ちいただいたこ
とを大変真剣に受けとめまして、これをどうやって払拭していくか、信頼を回復するかと
いうことに取り組まなければならないと思っております。
実は、このため、本日開催されました犯罪対策閣僚会議におきまして、許可を受けた猟

銃等とその所持者すべて、いわゆる十七万人、三十万丁総点検のための一斉検査を可及的
速やかに実施するということ、そしてさらにもう一つは、警察庁内にプロジェクトチーム
を立ち上げまして、年度内に銃砲行政の総点検を実施することについて発言をし、総理か
らも早急に作業を進めるようにという御指示を受けたところでございます。
これらを踏まえまして、今回のような痛ましい事態を招来しないように、銃規制の厳格

化のための対策を早急に進めてまいりたいと考えております。
その中には、先ほど御指摘ございました、実包の八百発というのが二千七百発もあった

という実態、あるいは、これまでも言われておりますようにどこかに銃を預けるというよ
うな方法はどうかというような事柄も含めまして、全部見直して取り組みたいと思ってお
るところでございます。

○田端委員 国民の一刻も早い安心した社会が実現するように、警察庁あるいは関係省庁
においてぜひ御努力をお願いしたいと思います。
以上で終わります。

○中野委員長 次に、吉井英勝君。

○吉井委員 日本共産党の吉井英勝でございます。
私も、佐世保のスポーツクラブでの銃乱射事件につきまして、まず、犠牲となられた方

の御冥福をお祈りし、負傷者の方また御家族の方に心よりお見舞いを申し上げたいと思い
ます。
きょうは、その銃器規制の問題について質問をいたします。
あの事件で国民がみんな衝撃を受け、不安に思った一つは、何だ、銃器の保管というの

は、事実上、ほったらかしといいますか、野放しと言ったら言い過ぎかもしれませんが、
そんな状態じゃないかということに驚いているわけです。
昨年一年間の猟銃、空気銃の所持許可件数は二万件で、不許可になったのは十一件です。

ですから、申請すればほとんど許可されているというのが事実ですし、二〇〇二年二月か
らことし十二月十四日までの約六年間に許可猟銃を使用した事件を見てみますと二十一
件、犠牲になった方が、これは本人が自殺した分も含めると二十三件になりますね、殺人
事件で。ですから、やはりこの保管をきちんとしないと安心して住めないじゃないかとい
うふうに思うんです。
最初に政府参考人に伺っておきたいと思うんですが、私も車に乗るときは運転免許証は

もちろん取るし、それと別に車を持つときに車庫証明が必要で、ですから、私の家もちゃ
んとガレージがあるかどうか、車庫証明を警察の方が、警察関係のＯＢの方が来る場合も
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ありますけれども、一軒一軒きちんと調査に来ているんです。
猟銃等の使用許可を受けた人でも、実際にきちんと、どういうところに保管しているの

かということ、その保管については実は調査されていないと思うんですが、調査していま
すか。

○片桐政府参考人 猟銃の許可時と更新時、それからあと一斉検査時とございますが、許
可時の場合には、これは各県によっていろいろ運用に差はあるようでございますが、現場
に行って確認をする。現場というのは、猟銃については堅固なロッカーに保管しなければ
ならないという銃刀法の規定がございますので、そういったロッカーであるかどうかとい
うことを確認する。それから、一斉検査のときにも、その保管の状況についてはこちらか
ら質問をして、場合によっては保管庫の写真を見せてもらうとかいう形で確認をするとか、
また更新時にもやはり同じように確認をするというふうな運用はいたしております。

○吉井委員 あらかじめ伺ったんですけれども、車庫証明のときのように現場にきちんと
行って、こういうところで銃器の保管をする保管庫があるとかやっているという確認なし
に、現実にはまかり通っている。だから、そこは本当に、普通の国民は皆持っていないわ
けですから、それがまかり通っていること自体が心配な話なんです。
猟銃というのは、先台という部品を外して、これを警察か銃砲店か射撃場の保管庫でふ

だんは預かるようにすれば、これがなければ通常の猟銃は使えないわけですし、ライフル
などになってきた場合に、スプリングと撃鉄とか、こういうものをきちんと分離して預か
るということにすれば、そうすれば、いよいよ猟に行く、このときに、何日から何日まで
猟に行きますからということで届け出て保管庫から取り出す。猟が済んだら、何発弾丸を
使ったのかとか、あらかじめ購入した場合にはさらにそれに幾ら購入したかとか、弾の員
数がきちんと確認されるようにして、そして管理をきちんとするようにすれば、本来これ
は解決できる話じゃないかと思うんですね。
ただ、お話を伺っておりますと、全部の銃そのままだったら大変だと、それはまあ大変

だろうと思うんです。ですから、私が言っていますように、先台とか部品にしてしまえば、
きちんと管理するのにそれほど場所もとらずにできるわけですし、ただ、そのときに法的
根拠がないとこれはできないというお話ですから、あくまでもお話しして御協力いただく
しかないというわけですから、私は、この機会に猟銃等の銃器について、許可されたもの
についてもやはり保管について法的根拠をきちっと持って、そして市民生活の場に銃器が
存在しないようにする、そういう法整備が必要だと思うんですが、ここは大臣に伺ってお
きたいと思います。

○泉国務大臣 銃あるいは実包の管理につきましては、これまでもそれぞれの警察でやっ
てきたというふうに私は思っておりますが、そういう中で今回のような事件が起き、今御
指摘のような、銃あるいは部品をある場所に預けることによってこうした暴発事故を防ぐ
という方法もあるのではないかという、確かに一つの考え方だと思っております。ただ、
直ちにそのことに向かうかどうか、これは、もう少し実態を調べさせていただきました上
で、必要があればそのような対応をとらせていただきたいと思うわけです。
なお、今回の件に限って言いますと、容疑者自身も銃を安全に保管するというような、

いわゆる銃庫というんでしょうか、そういうものを備えておったということは確認してお
りますが、何しろ、それだけでは問題を防ぎ得なかったというのも事実でありますので、
御指摘の点を踏まえて、なお検討させていただきたいと思います。

○吉井委員 実態をよく調べていただく、これは当然のことで、やってもらいたいと思う
んです。ただ、要するに、銃というのは狩猟のときしか要らないわけですよ。あるいは射
撃場で使うときしか要らないわけですから、それまでは、ふだんは、銃の本体は仮に家で
保管庫に持っていたとしても、先台の部分とかあるいはスプリング、撃鉄に相当する部分
とか、その部分を外してそれを保管しておいてもらって、使うときにそれを持ち出して、
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また終わったら返すとか、それをやろうと思ったら、法整備をしないとできない。それは
そうだと思うんですね、人の所有物ということになりますから。だから、それは私は、調
査の上やはり速やかにそれを実現していくという取り組みが今緊急に求められていると思
うんです。みんな心配しているんですよ。
もう一度伺っておきます。

○泉国務大臣 先ほど申し上げましたように、十七万人、三十万丁総点検、あるいは銃砲
行政の総点検ということをやらせていただきまして、御指摘のような点の対応を考えたい、
このように申し上げたいと思います。

○大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。
佐世保の散弾銃使用によるスポーツ施設における殺傷事件について質問をさせていただ

きます。
質問に入る前に、亡くなられました倉本さん、藤本さんの御冥福をお祈りしたいと思い

ますし、また六人の方が重軽傷を負われていますので、一日も早い御回復をお祈りしたい
と思います。
さて、非常に残念な事件が起こったわけですが、実はきのう、この質問に先立っていろ

いろと、どういう質問をするかということを事前に通告させていただきましたが、きょう、
銃器対策推進本部というのが政府にありまして、その本部長が内閣官房長官だ、そして副
本部長に岸田内閣府特命大臣が当たられておる、そしてまた国家公安委員長もその副本部
長でありまして、私は、きょうは主に泉大臣にお伺いしようと思っておりましたが、やは
りこれは、官房長官が銃問題の責任者だというお話をいただきましたので、官房長官の時
間をいただきましたので、今回の事件発生を受けて、官房長官として、あるいは政府の銃
器対策推進本部の本部長として、どのようにこの事件を受けとめているか、最初にお伺い
したいと思います。

○町村国務大臣 今、大畠委員御指摘の猟銃の乱射事件、私からも、亡くなられた方には
お悔やみを申し上げ、けがをされた方にはお見舞いを申し上げたいと存じます。
福田内閣発足のときから、安全、安心を重視する社会をつくりたい、こういうことでい

ろいろな政策を展開しているわけでございますが、けさ閣僚会議がございました。これは
銃器対策ではなくて、もう少し広い犯罪対策閣僚会議というのがございまして、けさはそ
れを開催したわけでございますが、その中でも、総理の指示ということで、こうした事件
が発生したことを重大に受けとめなければならないという御指摘があったところでござい
ます。
もとより、私も同じ考えでございまして、目下、警察を中心に事実関係の解明というこ

とをしっかりやっていただいているもの、こう思いますが、そうした解明の結果を踏まえ
ながら、こうした事件が起きない、再発しないためには本当にどうしたらいいだろうかと
いうことを、思い切って、しかもできるだけスピーディーに答えを出して、それを実行し
ていくというふうに考えております。
銃の保管であるとか弾の保管でありますとか、どうもいろいろな問題点も少しずつ浮か

び上がっているような気がいたします。ただ、正確なことがまだちょっとわかりませんの
で、その辺をしっかり受けとめながら、万全の対応をしてまいりたいと考えているところ
でございます。

○大畠委員 一斉に新聞、マスコミ関係が現状について随分調べて記事にしていただいて
いるようでありますが、警察庁の発表等では、日本に三十万丁、散弾銃が二十六万三千七
百二十五丁、ライフル銃が四万一千四百五十四丁、空気銃が三万三千九百三十九丁、これ
だけ日本国内にあるということでございます。
今回の事案、事件について、いろいろ事実関係が少しずつ明らかになってまいりました

が、どうもその内容を見ますと、警察の対応に問題があったんじゃないか。近所の人から
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の通報や、お母さんまで、息子が言うことを聞かない、何を考えているかわからない、こ
ういう話があったにもかかわらず、彼が銃を持ち続けたというところに、官房長官といい
ますか、今、対策の本部長からもいろいろと問題があったようだというお話がございまし
たが、明らかに問題があったのではないかと私は思うんです。
私たち代議士も、あるいは政治家も、あるいは政府も、国民の、いわゆる納税者の方々

の期待にこたえるのは何かというと、国民の生命財産を守るという一言に尽きるんですね。
ところが、不十分だったということが今回、この事案でわかったわけなんです。
したがって、この間警察庁からもいろいろ話を聞きましたが、私たちには特に問題はな

かったんです、きちっとやっていましたという趣旨の説明があったので、私も、それは違
うんじゃないか、自分の自己保身を図るんじゃなくて、国民の立場に立って、今回の事案
をベースに、何が問題だったのか、自分たちに不備があればこういうところは不備があっ
たとはっきり言うべきじゃないかということを強く申し上げたわけでありますが、国家公
安委員長として、今どのようにこの問題についてお受けとめなのか、お伺いしたいと思い
ます。

○泉国務大臣 今回の事件は、先ほど官房長官からもお話がございましたように大変痛ま
しい事件でございまして、あってはならない事柄だと思っております。特に、国民の皆様
に不安や心配をおかけすることになったことを私どもは大変深く受けとめて、早期に信頼
回復をすることが喫緊の課題である、こう認識しております。
このため、本日開催されました犯罪対策閣僚会議において、許可を受けた猟銃等とその

所有者すべて、十七万人、三十万丁総点検のための一斉検査を可及的速やかに実施いたし
ますとともに、警察庁内にプロジェクトチームを立ち上げて、年度内に銃砲行政の総点検
を実施することについて発言をし、総理から早急に作業を進めるようにという御指示を受
けたところでございます。
これらを踏まえまして、今回のような事件が二度と起こることがないように、しっかり

と銃規制の厳格化のための対策を立ち上げてまいりたいと思っておるところでございま
す。

○大畠委員 先ほど、田端委員からもそういう御指摘があって、泉国家公安委員長がそう
お答えになっておったわけですが、そこで、年度内に三十万丁の銃の点検を行うというこ
とでありますが、ここら辺からはどうも岸田担当大臣の範疇ではないかと私は思うんです。
これは銃器対策の担当大臣というのですから、まさに銃問題については岸田大臣という

ことで、きのういろいろ話したときには岸田さんのお名前は出てこなかったので、科学技
術の方かなと思って、きのうは答弁は結構ですと私は言ったんですが、けさになって、新
聞を読んで岸田大臣が銃器対策の担当大臣とわかりましたので、改めて、岸田大臣、今の
国家公安委員長の発言を受けて、どんな銃の点検を行うのか。三十万丁を年度内に行うと
いうのですが、どんな点検を行うように指令を出しているのか、お伺いしたいと思います。

○岸田国務大臣 銃器対策担当大臣の役割、ちょっと整理をさせていただきたいと思いま
すが、まず、こうした具体的な事件の発生を受けて、今回の佐世保市の銃器乱射事件を受
けて、今、泉大臣からも答弁がありましたように、泉大臣のところでは、まずは全容解明
に努力をされておられる、また銃規制のあり方につきましても再点検をされておられる、
そういった努力をされておられるわけですが、一つのこの事案を受けて、関係各省庁がそ
れぞれの所掌において具体的な検討や努力をされる。その中で、省庁横断的に総合調整を
するという段階になりましたら、銃器対策担当大臣が総合調整を行う、これが銃器対策担
当大臣の役割だというふうに認識をしております。
今、具体的なその規制のあり方、それから点検、こういったことは、まずは泉大臣のと

ころでしっかりやっていただき、その結果を受け、また、他の省庁での検討等も行われま
したならばそういった結果を受け、それを総合的に調整するという段階になりましたら、
私が担当大臣として総合調整をしなければいけない、こういった役割を担っていると認識
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をしております。

○大畠委員 「銃器対策推進本部の設置について」という文書、ホームページから出した
ものをいただきましたけれども、今のようなお話だから、結局、だれが責任者でやってい
るんだかわからなくなっちゃっているんですよ、これは。泉大臣のところなのか。銃器対
策、内閣府特命担当大臣とついているんですから。具体的なものは泉さんのところだとい
うんですね。
警察庁の方でも、三十万丁、これは指令を受けてどういうことをやるのか。先ほどのお

話を伺っていると、どういうところに保管しているのか写真を持ってこい、どうやってい
るのだと面談をするのかわかりませんが、この際、やはりきちっと立入調査をするという
ことが私は必要じゃないかと思いますよ。
同時に、更新のとき。お母さんまで、息子が言うことを聞かない、何を考えているかわ

からないと不安を訴えているわけですね。近所の人からも通報が何回かあったというんで
すよ。にもかかわらず更新手続をしているということが、どうもおざなりの管理体制にな
っているんじゃないか。
実は幾つかの新聞の中に、かつて、この方は米ルイジアナ州で過って射殺された十六歳

の留学生のお父さんが、一生懸命、今、銃を何とかアメリカ社会からなくしてもらいたい
という運動をしているわけでありますし、ニューヨークでも二十二歳の長男が射殺された
ということで、福岡の砂田さんもストップ・ガン・キャラバン隊というのを組んでやって
いるんですが、その方は、銃を持って何が悪いんだと抗議のメールを何度も受けたり、あ
るいは、若者から銃を撃ってみたいと聞くことも多く、海外の射撃場は日本人であふれて
いるというような記事も目にしました。
私は今、日本は安全はただというような安全神話というのがありましたけれども、ここ

まで来れば、日本の国の安全というものは非常に損なわれたということで、認識そのもの
を変えなきゃいかぬと思うんですね。
そこで、泉大臣は先ほど、銃の総点検を命じたと。岸田さんは、泉大臣のところの所管

だ、こういう話なんですが、何をどういうふうにやるのか、どういう指示を出したんでし
ょうか。

○泉国務大臣 これまでも、三年おき、そして毎年、それぞれの銃の所持者の状況あるい
は実包の保有状況等を調べてまいったわけですが、今回は、すべての許可猟銃及びその所
持者を対象に行うものでありまして、具体的には、きょう実は都道府県の関係担当課長を
呼んでおりまして、きめ細かな、具体的な通達を踏まえた指示をいたす予定でございます。
従来のやり方で足りなかった点、そういうものを反省した上で、今回通達を出すわけで

ございますが、この中で、例えば、十分な時間をかけた面接の実施等に相応の時間を要す
ると考えられる、これらに見合う十分な期間を設定することというふうに、ただ三十万丁
を、あるいは十七万人の方に面接をするだけではなくて、十分成果が上がるようにという
ことも含めて通達を出すことにしておるわけでございます。
また、先ほど申し上げました銃行政全体の見直しにつきましても、これは銃の預かり方、

実包の預かり方、あるいは検査期間等も含めたすべてを見直すということでございまして、
今まで行ってきた銃行政をもう一度第一歩から見直すという姿勢で臨みたいと思っており
ます。
なお、今さら申し上げることはございませんけれども、今回の長崎・佐世保の事件につ

きましても、一応、警察としては、周辺の方から電話をいただき、そしてその周辺の方に
お話を伺う、また、本人へ電話をする、あるいは診断書に書いてある事柄を確認する、そ
うしたことはやらせていただいておるわけでございまして、形式的に流れておったという
ことではございません。
ただ、今日こうした問題が起きたということは重大なことでございますので、先ほど申

し上げましたように、原点に返って徹底的に見直しをしていく、その上に立って、法律の
改正等が必要であればまた御相談をさせていただきたい、このような取り組みをいたして
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おります。

○大畠委員 報道機関でのお話でありますが、男は銃を持って自宅の周りを歩き回るよう
なことをしていた、もともと変わった男という印象を持たれていたようだ、近所の人が不
安を抱いて、危ないんじゃないかと警察に訴えた、ところが警察は取り合ってくれなかっ
たと。こうした不審な情報が寄せられた場合、許可の更新を見合わせたり、銃を取り上げ
たりすべきではなかったかという指摘がありますが、私も全くそのとおりだと思うんです
よ。
ところが、精神科のお医者さんの診断書がないから更新をしたとか何かという話だけれ

ども、これは、こんな情報が言われて、私が警察官だったらやはり取り上げますよ、しか
し、取り上げるルールがないんです。許可するルールはあるんですよね。これはいろいろ
見ると、許可するルールはある、更新時もあるんでしょう、精神科の医者が許可しなけれ
ばだめだとか。でも、一回許可してしまうとそれを取り上げるルールがないところに問題
があるんですよ。警察官だって、ルールがないのに、むやみに、はい持っていきますよと
いうわけにいかないんです。だから、そのルールがないところに法的な欠落があったんじ
ゃないかと私は思いますよ、今回の事件。
少なくとも二人が亡くなっているんですから、泉大臣。二人亡くなっているんですから。

それも、何か問題があったりなんかじゃなくて、一般市民なんですから。私たちは生命財
産を守る責務を負っているわけですよ。だから、泉大臣にもぜひそこら辺、単なる国家公
安委員長として全国に指示を出したというだけじゃなくて、どんなことをやるのか、そし
て、それをやれば再発が防止できるのかという、そこまで突っ込んでもらわないと国家公
安委員長の責任は果たしていないと私は思いますよ。指令を出すのが国家公安委員長じゃ
なくて、国民の生命財産を守るのが国家公安委員長ですよ。三十万丁も日本国内にあるん
ですから。
具体的に先ほど提言も出ていましたが、例えば、先台というんですか、銃の一部を預か

る、これも大事なことだと思います。本当は全部預かるのがいいでしょうけれども、保管
場所のスペース問題がある。その預かり先としては、例えば警察署も考えられる一つでし
ょうし、協会あるいは射撃場、猟友会、そういう第三者機関のところに預けて、使用する
ときだけ先台というのを持ち出して使うという形に最低限でも改めてもらいたいと私は思
う。
あるいは、そのときに保証人というか、取り出すときには銃一丁につきどなたかが一人、

銃を持つときには保証人を必ず置いて、その人と一緒にとりに行くとか、そのくらいにし
ていただかないと、こういう事件が私は重なってくると思うんですね。ニューヨークとか
アメリカの方で一生懸命銃規制を訴えたって、日本国内でこういう同じようなことが起こ
るんじゃ、どうなんだろうというような意見も出てきていますよ。
これは、いろいろ聞いていたら、やはり国家公安委員長の責任みたいですね。岸田さん

はそういうセクションじゃなくて、どうも全体的なことだというから、やはり最終的には
国家公安委員長の責任になってくると思うんですが、今申し上げた銃の管理のあり方、更
新のときの手続、あるいは銃を所持することの認可の取り消し、このところのルールが明
確じゃないというところに、今回の事件が起こったんじゃないかと私は明らかに思うんで
すが、再度、国家公安委員長の御所見を伺いたいと思います。

○泉国務大臣 先ほど御指摘がございました、私の立場は指示するだけではなくてまさに
国民の生命財産を徹底して守るという事柄は、重く受けとめてこれからも努めてまいりま
す。
幾つか具体的な事例を出していただきました。それらもすべてこれからの作業の中で、

これまでも衆参の委員会でも御指摘をいただいておる事柄でございますので、きちんと答
えを出して対処してまいりたいと思います。
また、ストップ・ガン・キャラバンという、この砂田さんにも直接お話を聞くなどして、

アメリカの銃社会がいかにひどいことであるか、そういうことにならないように私ども懸
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命に努力させていただくことをお約束したいと思います。

○大畠委員 二十五分に官房長官が退出するということでありますから、最後の質問にな
りますけれども、今質疑をいろいろやりましたけれども、やはりこれは、最終的には政府
の責任になりますよ、国家国民の生命財産を守るというのが政府の責任ですから。今回の
事案を受けて、銃の対策の本部長としてどういう対応をされようとしているのか、最後に
お伺いして、御退席いただいて結構でございます。

○町村国務大臣 御配慮、感謝いたします。
今、両大臣からお話がありました。また、強い決意を持って臨むと。確かにこれは、決

意、指示だけではありません、実効を上げなければいけないという委員の御指摘、そのと
おりだろうと思います。
二度とこうした悲惨な事件が起きないように、いろいろなことは、結構建前としてはし

っかりできているんですね。しかし、もう一度見直してみると、意外とここに法律の穴が
あったとか、運用に穴があったとか、あるいは、確かに、一人の警察官がいろいろなこと
をやっているんですね。銃砲のことばかりやっているわけではない、麻薬のこともやった
り、いろいろな事件を担当する。警察官の数も率直に言うと足りないということもありま
して、今、全体の数は減らしておりますけれども警察官の数は、逆にここ何年かかけてふ
やしているというようなこともやっておりますが、なかなかそれでも、数千人単位であり
ましょうが、まだまだ不足しているのかもしれません。
そうしたことを総合的に考えながら、トータルとして、やはり安全な国日本というのが

神話にならないように、もう一度それが本当に、文字どおり安全な国日本が復活できます
ように、最大限努力をしていきたいと思っております。

○大畠委員 どうぞ御退席いただいて結構でございます。
さて、そういうことでありますけれども、泉大臣も、皆さん退出ですか。そうですか。

泉大臣に最後にちょっと聞きますが、今官房長官がおっしゃったように、数の問題だと思
うんですね。今、教育分野では七千人増員というものを政府の方で決めましたけれども、
この際、銃対策に当たって、私はやはり警察官の増員が必要だと思うんですが、この点に
ついて一問、泉大臣にお伺いして、後は退席していただいて結構です。

○泉国務大臣 警察官の増員について温かいお話をいただきました。
確かに、ルールをきちんと守っていく上において、必要な警察官は当然ふやさせていた

だかなきゃならないと思います。これは、全体の計画をつくりました上で、必要な増員要
求をまたお願いしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○大畠委員 大臣の皆さんは退出していただいて結構でございます。
そうすると、私はだれに質問をするのか。政府参考人がお二人、警察庁の片桐さんと内

閣府の荒木さんがおられますから、そのお二人に質問することに当然なるわけであります
が、警察庁の片桐さんからまだ御答弁いただいていないので、片桐さんと荒木さんに、今
大臣と質疑をいたしましたが、それぞれ、もしも何か言い残すことがありましたら、お一
人ずつ決意を述べていただきたい。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、従来、銃器の規制については相当厳しくやってきたつもりではおりますが、に

もかかわらず、残念ながら今回こういった痛ましい事件が発生したということは、大変重
く受けとめておりまして、そういった観点から、今大臣からも御答弁申し上げましたよう
に、これまで許可したものが果たしてそれでよかったのかどうか、問題ないのかどうかと
いうことで、十七万人、三十万丁について、すべて点検をいたしたいということでござい
ます。
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これは、従来やっている一斉点検の延長上ではなくて、質的にも、中身を変えて、例え
ば欠格事由があるのかないのかについて十分時間をとって担当者が面接をするとか、あと、
今問題になっております弾の数の確認とかいうものについても、相当詳細に事情を聞くと
かいうことをいたしたい。加えて、そこで問題点が残れば、今御指摘があったように、立
ち入りを積極的にやっていくというふうなことをあわせてやってまいりたいと思っており
ます。
きょう、私どもで一時から担当者、先ほど大臣が担当課長と申し上げましたけれども、

直接担当する者をきょう集めておりますけれども、担当者に直接私の方から話をして、指
示をいたしたいというふうに考えております。
あわせて、年度末までに銃砲行政の総点検、こちらも総点検でございますけれども、各

県からいろいろな意見を聞くとか、関係団体の方々の意見を聞くとかしながら問題点を洗
い出して、早急に対策をまとめてまいりたいというふうに考えております。

○荒木政府参考人 お答えをいたします。
内閣府では、銃器対策につきまして、長崎の事件等を受けまして実はプロジェクトチー

ムをつくりました。関係府省が集まりまして、より一層進んだ政策はないかということで、
先般通していただきました銃刀法の改正、厳罰化のものでございますけれども、そうした
ことを政府全体で取り組んできたところでございます。
今回の事件は、けん銃ではなくて許可銃でございますので、先ほど大臣の方から答弁が

ありましたように、まずはやはり担当省庁でございますところの警察において総点検をし
ていただきまして、その上で、政府としてもやるべきことがあれば適切に対応してまいり
たい、かように考えております。

○大畠委員 以上で終わります。

○萩生田委員 自由民主党の萩生田光一でございます。
私も、佐世保の事件に端を発した銃の許可また管理の問題につきまして、質疑をさせて

いただきたいと思います。
質問に入る前に、佐世保の銃乱射事件でとうとい命を落とされた犠牲者の皆さんに心か

らの御冥福をお祈りするとともに、けがをされた皆さんには心からお見舞いを申し上げた
いというふうに思います。
大臣がいない中での質疑ですから、野党の皆さんからも御心配をいただいておりますけ

れども、議会制民主主義、また議院内閣制ですから、だれが答えるかじゃなくてだれが質
問するかに大きな重みがあるんだと私は思いますから、与党第一党、自由民主党を代表し
て質疑をしてまいりたいと思います。
まず初めに、今回の事件を振り返って、警察庁から答弁いただいていますのは、法令、

政令の定めたきちんとした検査、点検は行っていたということが繰り返し答弁されており
ますけれども、その検査、点検が実効せしめなかったということに私も大きな問題がある
んだと思います。多くの委員の皆さんから御指摘のあったとおりでございます。
私も、今回質疑をするに当たりまして、定期点検とはどういうものなのかというのを地

元の署やあるいは猟友会の皆さんからお伺いをしてまいりました。お聞きをしますと、一
年間に一回の定期点検でありますけれども、許可証と銃を持って所管の警察に出向いて、
そこで担当者に質問事項を聞かれて、また銃の点検をするそうなんですね。
ところが、銃の許可をとるに当たりましては、例えば銃刀法の第五条の二の第一項、知

的要件ですとか、第五条の二の第三項、技術的要件、すなわち、銃を持つ以上は銃の専門
的な知識、機械的な知識、あるいはその銃を扱うに当たってのさまざまな技術的な問題を
クリアしないと、銃を持つ許可がもらえないんですね。
そういう専門的知識を持った皆さんが銃を持って警察署に行くわけですけれども、対応

される警察官というのは、多分生活安全課の方で、一日に何人も見られる。お聞きをしま
すと、短い人ですと三分ぐらい、長い人でもまあ五分から十分ということなんですね。そ
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れで、許可証と銃が合っているかどうか、メジャーで寸法をはかったり何かするらしいん
ですけれども、実際にその銃に何らかの技術的な支障があったとしても、多分、失礼なが
ら警察官の方はそのことを御存じないんじゃないかというふうに思います。
あるいは、欠格事項につきましてはさまざまな要件が示されているんですけれども、警

察官の皆さんが二、三分のやりとりの中で、その人が例えば精神的に病んでいる、うつ状
態にあるとかということを本当に確認できるのかどうかというのが私は疑問でなりませ
ん。毎日一緒に働いている警察官がけん銃で自殺をする事件が後を絶たないんですよ。一
緒に働いている同僚の変化もわからない警察の皆さんが、一年に一回、三分の間で本当に
欠格条件をクリアしているかどうかということがわかるかというと、私は、ここは余りに
も、法令、政令には合っているかもしれませんけれども、実態としてはこれはきちんとし
た制度になっていないんじゃないかというふうに思います。
そこでお尋ねしたいんですが、警察官の皆さんは銃についての専門的な知識を本当にお

持ちなのかどうなのか。あるいは、メンタルサポーターのような専門的な方に補助してい
ただいて今後はこの定期検査をしていかないと、実効が上がらないんではないかというふ
うに思いますけれども、御所見をお伺いしたいのです。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のように、銃の真の意味での専門家といいますか相当詳しい人間というのは、

確かに余り数は多くはないと思います。ただ、各警察署で銃器を担当している職員に対し
ては、そういった職員がきちんと教育をして、研修をして、知識を持たせるようにという
努力はしてまいったところでございます。
それから、短時間の面接で、また専門的でもない警察官に欠格事由がわかるのかという

御指摘でございますけれども、検査のときには、銃が今、中心になっておりますので、警
察官の方で面接はしなければいけない。
ただ、あわせて、御指摘があったように、例えば心理の専門家とか精神科のお医者さん

とかそういう方に立ち会っていただくことで効果的な部分があるのかどうかについては、
今ちょっと考えているところでございまして、その辺について、専門家の意見も聞きなが
ら、これから検討してまいりたいというふうに考えております。

○萩生田委員 検討途上だということですけれども、私は、局長、ぜひこれは専門家を、
先ほどから警察官の増員というお話がありましたけれども、増員をしても専門職でなけれ
ば、なかなかやはり銃の変更事項などが瞬時にわかるという方はいらっしゃらないと思い
ます。ですから、これは直接の警察官じゃなくても私はよろしいんじゃないかというふう
に思いますので、何らかの形で、専門的な知識を持ち、国が許可を与えた人が検査をして
いただいた方が、警察業務も助かるんじゃないかというふうに思います。
こういう機会ですから、どうしたら検査能力が上がるかということはぜひしっかり精査

をしていただきたいと思いますし、特に、ストレス社会ですから精神面の問題、いろいろ
出てきました。これは本当に大事な問題なので、そういった専門職を同席させて検査をす
るような仕組みというものをぜひ検討していただきたいなと思います。
例えば、視力が落ちてきた方は免許証の更新ができません。しかし、免許証の更新がで

きない人でも猟の更新はできるというのが今の実態なんですね。すなわち、かなり視力が
落ちて視界が狭まっている人であっても、今の検査項目の中ではそれをチェックすること
ができませんから、実際には物すごく視力が落ちている人でも銃を持って猟に出かけるこ
とができるという実態があって、実はお仲間の皆さんでも心配されている方がいらっしゃ
います。警察にそういうことを相談しても、今の条件の中ではその人から銃を取り上げる
ことはできないということになっています。こんなことも考えますと、この機会にしっか
り精査をしていただきたいと思います。
そこで、今回の長崎の件では、先ほど他の委員からも御質問がありましたように、近所

の皆さんから通報があって、所管も動いたという経緯がございます。そのときに先台を預
けるようにという指示をしたんだけれども、結果として預からないまま、今回の事件が起
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きてしまったということを考えますと、これはもしかしたら抑止ができたんじゃないかと
いうふうに思わざるを得ません。
そこで、長崎県は、猟友会を中心に自主管理で、この先台の提出というのをちゃんと自

分たちでルールをつくっていらっしゃるそうなんですね。このことがもし本当に機能して
いれば、先台さえ預かってしまえば、何とかこの問題はクリアできたのかもしれないとい
うことを考えると、残念でならないわけでありまして、これをこの際、制度上きちんとし
てしまった方がいいんじゃないか。
猟の期間以外は、銃を撃つ機会は練習以外はないわけですから、先台さえ預かってしま

えば、あるいは、すべての人というと、まじめに銃を扱っている皆さんには負担になるか
もしれませんから、何らかの危惧があった場合には、それぞれの都道府県の公安委員長の
判断で先台を預かることができるというような、こういうルールをつくったらいかがかな
というふうに思いますけれども、御所見を伺いたいと思います。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、長崎県では、これは独自の施策として、事件、事故の発

生を防止するために、できる限り先台を預けていただくというふうな推奨をずっとしてき
たというふうに聞いております。
これも御指摘のように、確かに先台を預かるということは一つの有効な方法ではあろう

かというふうに思っておりますけれども、ただ、これが今すぐにできるかどうか。私もち
ょっと即答しかねるのでございますけれども、関係の団体の方々とか、いろいろな意見も
聴取しながら、また、ほかにコストの問題とか責任の問題等ございますので、さまざまな
問題をこれから検討してまいりますけれども、いずれにしましても、この銃とか弾の保管
管理のあり方については、今申し上げました銃砲行政の総点検の中で、各県の意見も聞き
ながら、十分に点検をしてまいりたいと考えております。

○萩生田委員 これも他の委員から既に御指摘がありましたけれども、実包、実弾の所持
方法についてであります。
既に報道でも繰り返しされていますけれども、自宅で所持が可能な弾の数というのは八

百発ということになっています。この八百発の根拠も私はよくわかりませんけれども。た
またま、弾を買いに行った人が千発買いたいということで、証明書をちゃんと出して購入
をする。お店の人が、二百発は練習でちゃんと使ってくださいよ、八百発しかうちに持っ
て帰れませんよというやりとりはするんだけれども、例えば一週間たってまた千発買うこ
とは可能だということなんですね。そうしますと、実際には、買った弾と手元に残った弾
は、一体だれがどうやって確認できるのか。今回の容疑者も、自宅に数千発という弾を所
持していることが確認をされております。
性善説に立って、多くの皆さんが練習や何かで弾を撃って、また、猟が終われば猟友会

などで自主的に、残った弾はきちんと処分しようということをやっている団体がたくさん
ある中で、こういう不届きな人がいることによって規制が強化されることは気の毒だとは
思うんですけれども、実際に今の弾の買い方、保管の仕方というのは、ある意味では幾ら
でも弾を所持することができる、こういうざる法になっているんじゃないかというふうに
思います。
この辺については今後どうされるお考えなのか、お示しいただきたいと思います。

○片桐政府参考人 弾の消費の状況、保管の状況、これは更新の際とか一斉検査の際に一
応事情は聴取をするのでございますけれども、そのほとんどは自己申告に頼っている部分
がございますので、したがって、消費したと偽ってそれをため込んでいる、保管をすると
いうケースは結構あるんじゃないか。そういった意味で、我々も実は問題意識を持ってい
るところでございます。
そこで、今回、先ほども申し上げましたけれども、十七万人、三十万丁総点検の中では、

特にこの実包の保管の問題については相当詳細に我々も事情を聞いてまいりたいと考えて
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おります。我々の持っているデータもございますから、それと突き合わせながら話を聞い
ていく、そこで問題が残れば、実際に立ち入ってその状況を確認するとかいうことをとり
あえずやってまいりたいと思っています。
なおまた、今後のあり方については、銃砲行政の総点検の中でもって十分に点検をしな

がら、また関係方面の意見も聞きながら検証し、そしてまた今後のあり方について検討し
てまいりたいと考えております。

○萩生田委員 局長の答弁に尽きるんだと思います。すなわち、自己申告と法令、政令に
定まった検査、これは何も警察に瑕疵はないんですよ。だけれども、やはりこの状況は、
新たな犯罪を生む大きな素地が十分あるんだというふうに言わざるを得ないと思います。
先ほど吉井先生でしたか、管理状況のお話をされました。ロッカーで、弾と鉄砲は分け

て保管をしなきゃいけない。しかも、そのロッカーといいますか保管場所は固定をしてお
かなきゃいけないというんですけれども、固定をしてあるかどうかというのはだれも確認
をしていないわけですよね。過去にそうやってロッカーごと盗まれている事件があるわけ
じゃないですか。
だったら、やはりそういう初期の許可を与える段階での保管管理状況がどうなっている

か。それを、写真を持ってこいと言われて、所管の警察で写真を見て、ああ、ちゃんとや
っていますねという程度では、やはりきちんとした管理だとは国民からは思えないんじゃ
ないかと思います。
今の弾の話もそうなんですけれども、実際には、譲り受け書を出して、銃砲店できちん

と何発買ったかという管理をされることになっているんですけれども、他方、例えば猟友
会などで有害駆除で使っている皆さんは、無許可で譲り受けが三百発までできる、こうい
う証明書ももらっているわけですね。
そうしますと、先ほど照らし合わせてとおっしゃいましたけれども、売れた弾の数と、

だれが買ったのか、いつ何発使ったのかというのは、それこそ年金じゃないですけれども、
突合するのは大変だと思いますよ。本当にその弾を使ったのかどうか、本当に何発残って
いるのかどうかということをもう少し一元的に管理できるようにしておかないといけない
んじゃないか。
一般の家庭に何千発という火薬が保管されることというのは、これは多分経済産業省の

所管だとおっしゃるのかもしれませんけれども、この辺もやはりゆがんだ銃社会をつくっ
てきた大きな要素の一つだというふうに私は思いますので、この際、世の皆さんが銃のあ
り方について疑問を持っているときに、きちんと精査をしていただきたいと思います。
クレー射撃を初めとする、オリンピック競技ですから、まじめにスポーツとして一生懸

命努力されている皆さんや、あるいは、地元の猟友会で地域の農業を守るためにさまざま
な行政のお手伝いもしていただいている、こういう皆さんもいらっしゃるわけですから、
いたずらに規制を強化して、そして何が何でも銃の所持そのものが世の中でいけないこと
なんだというような風潮はつくってはいけないというふうに思いますけれども、他方、や
はり銃を許可される、銃を持っている人というのは、きちんとしたルール、しかも、法律
にも政令にもきちんとチェック機関があって正しく管理ができるという形をつくっていか
ないと、今回のように、法令、政令では問題がない検査をしていたけれども、予測を超え
た事故、事件が起きてしまったということになってしまうんだと思います。
今回の事件を受けまして、警察庁としては今後具体的にどのような取り組みをしていく

御決意なのか、それをお伺いしたいと思います。

○片桐政府参考人 私どもとしましては、銃器の規制をこれまで相当厳しくやってきたつ
もりでおりますけれども、残念ながら、さきの佐世保市の事件が発生いたしました。大変
残念であるとともに、この事件については重く受けとめているところでございます。
そこで、これまでやってきたことの総点検という意味でも、現在所持をしている方十七

万人と許可銃三十万丁について、これは早急に、一月、二月の範囲内で総点検をいたした
いと思っています。
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今後の問題としては、これまでの銃砲行政のあり方、ここに問題がないかどうかという
ことをきちんと点検する。各県の担当者の意見も聞き、また関係団体の方々の意見も聞き
ながら、年度末までにその総点検を済ませたい。
そういった二つの総点検に基づいて、今後どういったことをやるべきなのかという対策

について早急に取りまとめてまいりたいと考えております。

○萩生田委員 ぜひ具体的な検討を進めていただくことをお願いして、質問を終わりたい
と思います。



- 25 -

参-内閣委員会 平成 20年 01月 10日

○松井孝治君 続けて御質問をさせていただきたいと思います。
十二月に銃器対策について質問をさせていただきました。今日、その継続なんですけれ

ども、実はその折に、通信販売、インターネットで銃が購入できるということについて国
家公安委員長から御答弁をいただきました。
法律上は、銃刀法の二十一条の二というのに銃器の譲渡の制限という項目がありまして、

一般の銃砲店は銃の所持許可証の提示を受けなければ銃を販売してはならないという規定
があるわけであります。しかしながら、前回の大臣の御答弁ですと、銃の許可証の提示と
いうのは、郵送をもってその提示ということは満たされる、郵送で許可証を提示して、そ
して銃とともにそれを郵送してもらって、これは違法ではないという御答弁がなされまし
た。
それで、片桐局長に伺いたいんですが、この許可証というのはどういうことが記載され

ているものなんでしょうか。あるいは、顔写真等は付いているものなんでしょうか。

○政府参考人（片桐裕君） お答え申し上げます。
銃砲の所持許可証の様式は銃刀法の施行規則で定められておりますけれども、その様式

は各その許可の種類によって若干異なっております。ただ、猟銃、狩猟とか標的射撃目的
の猟銃等の許可証の場合で申し上げますと、所持者の氏名、住所、生年月日、猟銃等の種
類、型式、形式等を記載するほか、御指摘の所持者の写真を貼付するということになって
おります。

○松井孝治君 写真をその許可証に張り付けているということは当然本人確認を前提とし
ているというふうに私は理解するんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

○政府参考人（片桐裕君） お答え申し上げます。
銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売

事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲
受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうに
されております。
この提示というのはどういうことかと申し上げますと、相手方がその内容を確認できる

状態に置けば足りるわけでございますが、その趣旨は、引渡しの相手方が所持許可を受け
た者本人であることを確認することにあるというふうに考えております。
したがって、御指摘のインターネットにおける通信販売の問題でございますけれども、

猟銃等販売事業者等が郵送によって販売する場合であっても、販売事業者が郵送させた許
可証それ自体を確認することのほかに、運送事業者等に対して、引き渡す際にその相手方
が所持許可を受けた本人であるということを確認させた上で引き渡すべきものというふう
に考えております。

○松井孝治君 これは大事な点なんですが、そうすると、許可証を郵送して、インターネ
ット通信販売の銃砲店に郵送すると、本体を、これは提示になると。そうすると、インタ
ーネットで通信販売する銃砲店なりは、一般的には運送事業者にそれを託して配達しても
らうわけですが、そのときに普通は本人確認のしようがないんじゃないですか。例えば、
その許可証が入っていれば、少なくとも同じ住所までは配達できるのかもしれませんが、
それは同居人が受け取ってしまうということを排除できないんじゃないですか、常識的に
考えて。そこは実効性担保されていますか。

○政府参考人（片桐裕君） その販売の実態については現在詳しく調べているところでご
ざいますけれども、ある業者に聞きますところによりますと、販売して、運送して届ける
場合に、あらかじめ所持者本人と連絡を取った上で、所持者本人が受け取れる配送日時を
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指定をし、宅配業者に受取人本人に渡すように依頼するなどしているというふうな業者も
いるというふうに伺っております。
ただ、御指摘のように、確実にその本人確認が行われているかどうかについてはまだ実

態をつまびらかに調べておりませんので、今後、実態を調査をしながら、また関係省庁と
も連携をしながら、通信販売時における本人確認の更なる徹底を図る方向で現在検討して
いるところでございます。

○松井孝治君 常識的に、許可証が送られてきて、その許可証も入れて、それで銃砲を宅
配事業者なりが代わりに渡していると。それが許可証が表に出て、その受取のときにその
こん包を解いてもらって許可証と本人を確認するというようなことが行われているという
ふうにはちょっと常識的に考えづらいわけでありまして、是非実態を調べていただきたい
し、本当にこの通信販売というやり方がいいのかどうかということももう一度、今はこの
前大臣からも御答弁がありましたようにそれを提示ということで認めておられるというこ
とですが、趣旨からいっておかしいんではないか、それを是非精査をしていただきたい。
この問題はまた国会で質問をさせていただきたいと思います。
そこで、ちょっと趣旨、関連するんですが、経済産業省にお見えになっていただいてい

ますが、経済産業省の場合は、武器の製造事業者が銃砲店に販売する、あるいは輸入代理
店が銃砲店に販売する、このときに許可を受けた銃砲店であるということを確認して、こ
れも運送事業者がライフルとか散弾銃を実際運搬しておられると思うんですが、この場合、
やっぱり法律の譲渡の制限で規定が掛かっていますが、どういう確認を行ってそういうい
わゆる運送事業者は銃器を販売店まで移送しているんでしょうか。

○政府参考人（内山俊一君） お答えをいたします。
国内に出荷をしております猟銃製造業者二社、そしてサンプリングした輸入業者を対象

に調査をしたところ、流通販売業者に対して猟銃を譲り渡す場合には、業者に運送を委託
するか又は自ら届けているというふうに理解をしております。
運送を委託する場合でございますけれども、確実で安全な運送を担保するため、次のよ

うな措置がとられていると承知をしております。
第一に、貨物自動車運送事業法上の許可を受けた自動車運送事業者に委託をする。第二

に、コンビニエンスストア等の取次店ではなく営業所、荷扱い所等に直接委託をする。そ
れから第三に、内容物が猟銃であることを運送受託者に対し告知の上、送り状等において
猟銃であることが第三者に察知されるおそれのある表現は避ける。第四に、発送日及び到
着予定日を送付先に連絡をするとともに到着確認を行うなどでございます。
また、銃刀法二十一条の二に基づく、販売先が武器等製造法の許可を受けた猟銃販売事

業者であることの確認につきましては、猟銃製造業者や輸入業者において客先が許可を受
けていることを自ら確認をしており、運送業者にこの確認を委託することは通常行われて
いないというふうに承知をしております。
以上でございます。

○松井孝治君 実際、商取引ですから、すべてが自らが運搬するというわけにいかないで
しょうけれども、やっぱり中身が銃器でございますから、そこの安全確認をしっかりと行
っていただきたい。今後とも指導を徹底していただきたいと思います。
国家公安委員長に一つ伺いたいんですが、特にインターネット通信販売の場合、今回の

事件がそれに当たったかどうかはまた別として、やっぱり銃器ですから非常にずさんに取
り扱われることがないように、特に、先ほど局長からも御答弁がありましたが、顔写真付
けて、本来その許可証を提示して販売ということになっているのに、そこが必ずしも十分
に行い得ないような流通経路というのはやはりちょっと今後見直していただきたいと思う
わけでありますが、大臣、いかがでございましょうか。

○国務大臣（泉信也君） 前回のこの委員会で委員からインターネットによる銃の通信販



- 27 -

売についてのお尋ねがあったときに、私自身も不勉強で正直驚いたということを申し上げ
ました。その後、関係者からいろいろな話を聞いておりまして、今局長が申し上げました
ように、建前的には一応宅配業の者が確認をするということになっておりますけれども、
これで本当に十分なのかということについては私自身疑念が残ります。
先ほど来申し上げておりますように、十七万人、三十万丁の総点検、それから銃砲行政

の総点検、こういうことを踏まえる中で、先生御指摘のこの在り方については十分検討を
させていただきたいと思います。

○松井孝治君 続いて伺いたいんですが、前回も伺いましたけれども、いったん銃の所持
許可を出してしまうとなかなか取消しというものが実態上行いにくいというような声が現
場の警察署員の方々からも上がっているというふうに伺います。確かに、猟銃等の許可の
取消しというのは一定の数はあるようでありますが、ここの取消し要因あるいは欠格要件
というものの規定が厳し過ぎて不審な挙動等があったとしても取消しができないというよ
うな問題をこの前も指摘させていただきました。
あの佐世保の事件が起こってから一月近くたつわけでありますが、この許可条件といい

ましょうか、許可に当たっての欠格条件の見直しというようなことについては、これ大臣、
その後検討をしておられて何らかの形で見直すというような方向性は持っておられるんで
しょうか。それとも、当面従来のままということになるんでしょうか。

○国務大臣（泉信也君） この五条につきましては、現在、不適格者を排除するという観
点に立っての運用を図っておるわけであります。しかし、佐世保の事件の発生したことを
踏まえまして、この排除の仕方について現在のままでいいのかということを検討する必要
があると考えておりまして、先ほど申し上げましたような銃砲行政の総点検の中でこの点
につきましても十分検討をする、実態を踏まえてどうあるべきかということを検討しまし
て、それを踏まえまして不適格者の確実な排除をやりたいと、こう考えております。
具体的に法改正等をやるかどうかについては、もうしばらく時間をちょうだいいたした

いと思います。

○松井孝治君 要は、欠格要件があって、危険人物であるということについて相当の理由
が認められるということを逆に挙証しなければ取消しができないという状況にあるという
のが本当にいいのか。それとも、銃を持つという方々は全国で十数万人いらっしゃる、そ
の多くの方々はきちっとした管理をされている方々だと思うんですね。そういうきちっと
した方々には銃を持たせていい、だけど、やっぱりちょっとおかしい、疑念がある方には
銃を持たせてはいけないんじゃないかと。そこは発想を逆転するようなことも含めてちょ
っと考えていかなければ、やはりいろんな方々の意見を我々も伺うんですが、やっぱりま
ずは警察が許可に当たって十分な審査が行われていないんじゃないか、あるいはその後い
ろんな情報があってもそこに対して不許可の処分というものをためらっておられる部分が
あるんじゃないか、あるいはもっと厳しい言葉で、いろんな方々の御意見を伺うと、そこ
の警察の怠慢の問題じゃないかというような意見もあるわけですね。
私は別に警察官の怠慢をここでなじるつもりはありませんけれども、その理由が、やは

り不許可要件が余りにも厳し過ぎて、そこについて客観的な証拠を積み重ねないと不許可
にできないというところにあるような気がしてならないわけでありまして、そこの不許可
要件をもう一度見直して、やはり警察官がある程度裁量や近隣の評判を受けて不許可処分
ができるような体制にすべきだと、これは私、大臣にお願いを申し上げたいと思います。
昨年十二月二十一日に片桐局長のお名前で通達を出されて、全国一斉点検、一斉検査を

命じておられます。
それで、今回の一斉検査というのは毎年やっておられる一斉検査とどう違うんでしょう

か。本部長レベルまで含めてしっかりと当事者意識を持ってやってくれ、特に厳しくやっ
てくれという趣旨であることは理解しておりますが、例えば、サミットも今年は予定され
ているということもあって、今までだったら警察署に呼び出してそこで面接を行うという
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ようなことだったというふうに聞いておりますけれども、それは今回は、もういっそのこ
とじゅうたん作戦で、立入りまで含めて現場に行くとか、警察署員の方々が、そういうよ
うなより厳しい一斉点検なのかどうか、従来の一斉点検と今回の一斉点検の違いというも
のを局長、教えてください。

○政府参考人（片桐裕君） お答え申し上げます。
御指摘のように、この一斉検査は毎年行っているものでございますが、今年はサミット

等の関係もあって一月、二月に前倒ししております。なおかつ、その上で、佐世保の事件
が発生したということから、この一斉点検というのは従来とは違うということを各県警に
は厳しく指示をしております。
主に、従来の点検、検査は銃砲関係が中心でございましたけれども、今回は人にも着目

をして、その人にかかわるところのいろんな情報とかいうものも突き合わせながら、また
本人ともよく面接をしながら、その人的欠格事由に該当性があるかどうかについても判断
をするとか、あと、弾の問題につきましても、これもその消費状況とかいうものについて
詳しく、裏付け資料の提示も求めながら詳しく話を聞くとかいうことをやっております。
それから、立入りにつきましても、余り積極的でなかった県も実はあるわけでございます
けれども、これについても、いささかでも不審があれば積極的に立入りをするようにとい
うことを言っておりまして、県によっては全所持許可者に対する立入りをやっているとい
う県もございます。そういったことで、大変今回の検査は従来とは違う密度の濃い、また
幅の広い検査を行うということにいたしているところでございます。
こういったことのためには所要の体制が必要でございますので、恐らく生安部門だけで

は間に合わないであろうと。特に小さな県ではそういうことが考えられますので、体制を
きちんと確立するようにということを指示をいたしております。こういったことの趣旨は、
先般、年末に銃砲担当、許可行政担当の担当者を招致いたしましてそこで私から直接指示
をしたことのほかに、全都道府県警察本部長に対しまして直接に電話をいたしましてその
旨の指示を行ったということでございます。

○松井孝治君 もうそれはしっかりやっていただきたいんですが、通達の中で、保管業者
への保管委託、この銃砲の、を推奨するというふうにされておられますけれども、これは
具体的に、今全国で三十数万丁の銃砲があるわけですが、銃砲店とか射撃場で具体的にど
れぐらいの保管のキャパシティーというのがあるんでしょうか。推奨は結構なんですが、
推奨といっても実際それでどれぐらいのところが共同保管になるのか、これは非常に大事
なポイントだと思うんですが、そこは実態を把握されていますでしょうか。

○政府参考人（片桐裕君） 年末にもお答えをしたところでございますけれども、現在、
猟銃等保管業者として都道府県公安委員会に届出されている業者の数は、十八年末で四百
七十二業者と大変少のうございます。ただ、そこにどれぐらいのキャパシティーがあるか
どうかについては私どもまだ現在把握をしておりませんが、今鋭意調査をしているところ
でございますので、間もなく数字が出てくると思います。
ただ、この四百七十二業者ということから見て、ここですべての猟銃等を保管すること

はなかなか難しいのかなと思うんでありますけれども、ただ他方では、一部の業者に聞い
てみましたところ、キャパシティーは、警察がその保管委託を推奨していただいてもまだ
十分受け入れるだけのキャパシティーはあるように伺っております。

○松井孝治君 大臣、これ、保管の形態を自己保管原則からこの通達で推奨されているよ
うな共同保管に基本的には移していくという、そういうお考えがあってのことでございま
しょうか、それとも、そこまではいっていないんでしょうか。

○国務大臣（泉信也君） 御承知のように、銃保管そのものは個人ということを原則にい
たしておりまして、長期の海外出張等の場合に今日まで推奨してきたという経緯がござい
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ます。
今回の局長通達の中では、それを更に、まあ余力があればということが多分陰には前提

になると思いますが、できるだけ保管を、自己保管ではなくて公の保管あるいはそういう
公的な場所での保管を推奨しておるということでございまして、これを本当にこれからど
ういうふうにするかというのは、正に再三申し上げておりますような一斉点検を踏まえて、
そして対処しなければならない。これは保管を、先ほど四百七十二業者というふうに局長
答弁しました。平均しますと七百丁ぐらいを一か所に預けなきゃならない。そういうキャ
パシティーが全体として全国平均的にあるかというような問題がありますし、一か所に集
めることによるまた逆の効果ということも考えなければなりませんが、十分その辺りも検
討した上で対処の方向を定めたいと思っております。

○松井孝治君 もう時間が参りましたのでこれが最後の質問になりますが、実包の保有残
が各銃砲所持者でどれぐらいあるかということが今把握できる仕組みになっていません。
これは経済産業省の方にも来ていただいていますけれども、大臣、一言だけ、一斉点検で
実包の数を確認するというような実態上の取組も行われているとは聞いているんですけれ
ども、やっぱり法律に基づいてしっかりとした実包の数、各個人が保有している実包の数
を把握できるような仕組みにするように、これは火薬類取締法になるかもしれませんので、
そうなってくると経済産業省の所管かもしれませんが、ここは制度を改められるおつもり
があるのかないのか、そこの点について大臣の方から最後に御答弁いただきたいと思いま
す。大臣。もう時間がありませんので。

○国務大臣（泉信也君） 失礼しました。
これも今点検中でございまして、本当に実包の数を正確に押さえるということは相当難

しいというふうに私は今までの報告を聞く限りでは思っております。しかし、佐世保の事
件で、八百発の想定が二千七百発もあったという、こういう実態を突き付けられておりま
すので、経済産業省とも相談をさしていただく中で、できるだけこうした乖離が生じない
ような、実態を押さえられるような仕組みを考えていきたいと思います。

○松井孝治君 終わります。ありがとうございました。

○風間昶君 公明党の風間ですけれども。
まず最初に銃刀法については、先ほども松井議員が質問されておりましたんで重複にな

る可能性もあると思いますけれども、確認の意味でさせていただきたいというふうに思い
ます。
去年の十二月の佐世保の事件をきっかけに総点検を行っていることが、先ほども大臣の

方からお話がありました。それで、十二月の二十一日でしたでしょうか、犯罪対策閣僚会
議で、総理のごあいさつの中で、銃器の規制の更なる厳格化について検討するようという
指示をされたというふうになっておりますけれども、それを受けて、警察庁として大まか
に柱を立ててきっと検討をされていると思いますけど、それをきちっとまずは教えていた
だきたいというふうに思います。

○国務大臣（泉信也君） 昨年の十二月の二十一日の犯罪対策閣僚会議におきまして、私
の方から、可及的速やかに十七万人、三十万丁の総点検、そしてまた年度内に銃砲行政の
総点検を行いますということを申し上げ、総理からも御指示をいただいたところでござい
ます。
現在、この十七万人、三十万丁総点検といたしましては、許可を受けました猟銃等とそ

の所持者すべてを対象とした一斉検査を実施をいたしておるところでございます。今朝ほ
ど局長からも答弁いたしましたように、従来のいわゆる毎年の検査と異なりまして、面接
をするとか従来にない踏み込んだ調査を今いたしております。
また、銃砲行政の総点検につきましては、警察庁内にプロジェクトチームを立ち上げま
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して、これまでの銃砲行政における問題点を抽出するということに取り組んでおります。
具体的には各都道府県警察からのヒアリング、必要な実態調査、関係団体からのヒアリン
グ、そしてまた有識者からの意見聴取、こうした事柄を積み重ねて行っているところでご
ざいます。
現在実施しておりますこの総点検を通じまして、今回のような事件が再発しないように、

国民の皆さんに安心していただけるような、しっかりとした銃器規制の厳格化のための対
策をできるだけ早く築き上げてまいる所存でございます。

○風間昶君 ありがとうございます。
そうすると、十七万人、三十万丁を速やかに点検、検査を、一斉検査をするということ

ですけれども、それはいつまでにやるのかということが一つ、目標として掲げているのか
ということがあるのと、もう一つは、先ほど年度内に銃砲行政の総点検と、これまたちょ
っと別の問題だと思うんですけれども、全体の話だと思うんですけれども、総点検は、両
方とも総点検ですけれども、この十七万人、三十万丁の方はいつまでにやるんでしょうか。
そして、銃砲行政の方は、これは恐らく、年度内にと今おっしゃいましたから三月末まで
ということなんでしょうけれども、もうちょっと具体的に教えていただければ有り難いと
思いますけれども。

○国務大臣（泉信也君） 十七万人、三十万丁の一斉点検、総点検は、一応二月の半ばを
目途に、各都道府県で一斉に対処しておるところでございます。そして、銃行政の総点検
につきましては、先ほど申し上げましたように、一応年度内にということで進めておりま
すが、できるだけ早くその対処をしてまいりたいと考えております。
当然、その過程におきましても、実施可能な対策があれば、点検の終了を待つまでもな

く速やかに実施してまいりたいと思っております。具体的に今どういうことかということ
まで申し上げることはできませんけれども、そういう考え方を踏まえて総点検を実施して
おるということでございます。

○風間昶君 先ほど松井委員も指摘をされましたけど、インターネット販売規制あるいは
欠格事由の見直し、それから保管の問題、それから、まあこれは経産省がかかわるんでし
ょうけれども、実包の消費状況の把握ということが挙げられると思うんですけど、法改正
というよりもむしろ具体的に、もうできることから早急に取り組むという観点から、具体
的に優先順位を付けて、同時並行でやれればいいですけど、なかなか人手の問題からコス
トの問題あると思うんで、これをきちっとやってもらいたいと思うんですけれども、具体
的に教えてください。

○政府参考人（片桐裕君） お答え申し上げます。
先ほど来御答弁申し上げましておりますように、府省令レベルで措置できるものという

のがございますので、これについてはなるべく早急に、この総点検の終了を待つまでもな
くできるものは実施をしてまいりたい。それからまた、先ほど来御議論のあったインター
ネットを使った猟銃等の通信販売の問題もございますけれども、これについては、現行法
に照らして果たして適正に行われているかどうかということを至急点検をして、もし問題
点があれば早急に是正すべく通達等で措置をしてまいりたいというふうに考えておりま
す。
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衆-予算委員会第一分科会 平成 20年 02月 27日

○藤井（勇）分科員
それからもう一点、国家公安委員長にお伺いいたします。銃砲刀関係でございます。
去年の四月でございました、統一地方選挙の真っ最中でありますが、長崎市長銃殺事件、

それから愛知県の長久手の立てこもり事件、さらに東京や福岡での暴力団の対立抗争によ
る発砲事件など、銃を使用した凶悪な事件が続発をしております。
先般には銃刀法の一部改正によって重罰化されましたが、いまだまだ国民の皆さんの間

には銃砲行政に対する不安があります。このため、警察庁では、銃砲規制の厳格化に向け
た取り組みをさらに強化するということで、昨年末からことし春にかけてでしょうか、許
可を受けた猟銃等の所持者すべてに対し、十七万人、三十万丁といいますか、これらを総
点検するということでございましたが、その進捗状況、それからどんな課題があるのか。
また、事件発生以来、きょうまでに警察庁として講じられた措置などについて御説明を願
います。

○泉国務大臣 委員御指摘のように、四月の長崎市長事件以来、昨年は多くの銃にかかわ
る事案が起きたわけでございますが、特に十二月の長崎県佐世保市で発生した事件を受け
まして、警察庁としましては二つの総点検を実施しているところでございます。
このうち、すべての許可銃を対象とする「十七万人／三十万丁・総点検」につきまして

は、二月の十五日までに約七割が終了をしたところでございまして、立入検査等により銃
刀法違反等が発見されまして事件化等の手続を推進するなど、各都道府県警察における積
極的な取り組みを行う中で成果が上がりつつあると認識しております。
また、銃砲行政の総点検につきましては、一月中にすべての都道府県警察から聞き取り

調査を完了いたしておりまして、現在、問題点の整理、検討を行っておるところでござい
まして、三月中には結果をまとめて公表いたしたいと考えております。
現在実施しております二つの総点検を通じて、あのような痛ましい事件の再発を防ぐた

めにどうしたらいいか、法改正も視野に入れまして、しっかりとした銃砲規制の厳格化の
ための対策を築き上げてまいる所存でございます。
それから、一方、違法なけん銃についても、厳しい銃器情勢を踏まえまして、委員御指

摘いただきましたように、さきの国会で、暴力団によるけん銃事犯の特性に着目した重罰
化等を内容とする銃刀法の一部改正をお願い申し上げたところでございます。
引き続き、銃器犯罪のない社会の実現を目指しまして、国内外の関係機関との連携強化、

そして密輸密売組織の壊滅、暴力団の管理に係る武器倉庫の摘発、さらに広報啓発活動を
行って銃のない社会を目指してまいりたいと考えておるところでございます。

○藤井（勇）分科員 本当に、思わぬ銃事件が発生いたします。銃砲規制の厳格化に向け
て、引き続き調査、そしてあらゆる措置を講じていただきたいと思います。よろしくお願
いいたします。
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参-内閣委員会 平成 20年 03月 25日

○山根隆治君 それでは、泉大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。
銃砲による事件の防止策について、前回法案にかかわりましていろいろな御質疑も松井

議員、そして私もさせていただいたと、こういう経過もございます。いろいろな発砲事件
がありまして、警察としても十七万人、三十万丁の総点検を行うんだということで、中間
報告も出されておりますし、そして最終報告も年度内にはと、こういうふうなお話でござ
いましたけれども、その最終報告の見通しにつきましてはどのような状態になっているん
でしょうか。

○国務大臣（泉信也君） 昨年末の佐世保の銃事件に絡みまして、私どもは、十七万人、
三十万丁の総点検、そして銃砲行政の総点検に取り組まさせていただいているところでご
ざいます。
最初の十七万人、三十万丁総点検につきましては、三月の十六日までにおおむね終了を

いたしました。現在、その結果を取りまとめているところでございます。
また、銃砲行政の総点検につきましては、警察庁のプロジェクトチームにおいて三月末

をめどに問題点の整理、検討等を行うこととしております。
この二つの総点検の結果につきましては、国民の安全を守り、国民に安心をしていただ

けるように、しっかりとした銃砲規制の厳格化のための対策を築き上げるべく、法改正も
視野に入れまして取りまとめをさせていただきたい。取りまとめ自体は四月にでも公にさ
せていただければと思って取り組んでおるところでございます。

○山根隆治君 分かりました。
それでは、私、そのときの中間報告に基づきまして若干今の時点でのお尋ねをさせてい

ただきたいと思うんですけれども、中間報告によりますと、自主返納をされた方が九十人、
百四十五丁だったということで報告があったわけでございますけれども、その自主返納の
内訳について、いろいろと精神的な障害を持たれた方で御家族におられて、少し暴れるお
それのあるということで御家族の方からのお話もあって、御本人の理解も得て自主返納を
していただいたと、こういうこともあったと、こういうふうなことで聞いておるわけでご
ざいますけれども、こうしたことでは何件ぐらいの申出があったのかどうか、あるいはま
た、そうした御家族からの情報ではなく、隣人から寄せられたような情報、それはどんな
形で寄せられてきたのか、その点について今分かっておられれば、その範囲で内容につい
てお聞かせください。

○政府参考人（片桐裕君） お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、十七万人、三十万丁総点検におきましては、本年一月末

までに警察の指導等によって九十人の方が許可証の自主返納をされたということでござい
ます。
その内訳、理由でございますけれども、最も多かったのは眠り銃になる可能性があった

と。眠り銃と申し上げますのは、三年間銃を使わなかった、そういった銃でございますけ
れども、その場合には取消しができるという規定になっていますけれども、そういったも
のに近づいていたというふうなものがあります。それから、病気等、これは身体的な病気
のほかに精神的な病の方も含まれておりますけれども、その方がそれに続いて多かったと。
続いて、高齢による体力の低下など。また続きまして、ストーカー、配偶者への暴力の行
為者であった者。続いて、刑事事件被疑者として検挙された者等となっております。
なお、今御質問ございました家族からの申告かどうかとか、また隣人からの情報提供か

どうかといったようなことについては、その内訳は把握をしてございません。

○山根隆治君 それは最終報告の中では出てくるものでございますか。
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○政府参考人（片桐裕君） 最終報告もやはりこの同じような分類で公表することになる
と思います。したがって、その隣人からの情報提供かとか家族からの申告かどうかという
ことは最終報告でも出てこないという形になります。

○山根隆治君 先ほど、御答弁の中でございましたように、法改正を視野に入れてという
ふうなお話もございましたけれども、その際にやはり、松井議員の質問にもありましたよ
うに、欠格事由での取消しの問題というものを大きなポイントとして御指摘して議論があ
ったわけですね。
ですから、今回の自主返納の問題につきましても、そういう視点からいうと、私は非常

に大切なところだったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういうことで
の集約、集計はしてないということであればこれはもう仕方ないことでございますけれど
も、私としてはそこの点についてはちょっと残念だった気がいたします。
そして、次に移らせていただきますけれども、各警察からのいろいろな話を聞き取られ

た中で、不適格者認定の困難性の問題というものを挙げられておられるわけでございます
けれども、今回いろいろな調査のやり方をされたんだと思うんですけれども、身辺調査で
あるとか面接検査、こういったところについては、私はやはり手続とか基準とかというも
のをやっぱり明確にしていかなくてはいけないのではないかと。社会的な後押しがあって、
いろんな発砲事件があったので、後押しがあって今回のところはある程度できたかと思う
んですけれども、この辺の法的な問題とのかかわり、この点についてはどのような御認識
を持たれていらっしゃるか、お尋ねをいたします。

○政府参考人（片桐裕君） 今回の銃砲行政の総点検の中で、各都道府県警察からその銃
砲行政の実態についても聴取をいたしておりまして、私も幾つかのところを回って実際に
聞いておりましたけれども、確かに御指摘のように、具体的な銃砲の許可についての調査
の仕方については、決して必ずしも各県すべて斉一的な基準でやっているというわけでは
ない、ある意味ばらつきがあるということは認めざるを得ないところだろうと思っていま
す。
したがいまして、私どもとしましても、ある程度それについては最低限これだけはやる

べきだという基準はやっぱりあると思いますので、そういった面については今後何らかの
基準を示す方向で検討してまいりたいと考えておりますが、これは必ずしも法律改正でな
くてもできるのかなというふうには考えております。

○山根隆治君 その情報提供の中では、最寄りの警察からの情報あるいは一般から直接警
察に入ってくる情報等があろうかと思いますけれども、私は、やはり最寄りの市町村とい
いましょうか、そういったところにもいろいろな苦情とか心配事の相談の中で寄せられる
ところもあるんだろうと思っているんですけれども、そうした各行政機関からの情報の収
集についてはどのように御認識されていますか。

○政府参考人（片桐裕君） 御指摘のように、銃砲行政的確に行っていくためには、私ど
も、許可を受けて猟銃を所持している方々に関して必要な情報はやっぱり幅広く収集する
ことが必要であろうというふうに思っております。そういった観点で関係の行政機関等に
はこれまでも照会はしてきたところでございます。
まず、警察の内部におけるところの情報集約については、これは御指摘のように内部で

ございますから、きちんと各その分野で活動をしておりますので、その中から集まった情
報についてはきちんと集約するような体制を構築する必要があるんだろうというふうに考
えております。
それから、他の機関につきましては、こちらから聞きに行く、で、お答えをいただくと

いうことは当然あるんですけれども、では逆に、私どもがその他の機関に対して銃砲の所
持許可者の情報をお渡しをして、それを受けて情報をいただくという形が本当にいいのか
どうか、その効果がどれぐらいあるのかというふうなこともありますので、効果と、また
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情報をお渡しすることのデメリットと申しますか、そういったことも考え合わせながら検
討する必要があるだろうというふうに考えております。

○山根隆治君 専門医の診断書を付けるということについては、なかなか形骸化している
という実態があるというふうに言われているわけでありますけれども、これらの専門医に
ついては、医師の方の側からも非常にやはり不安を訴える方もいらっしゃるわけでござい
まして、例えば専門医の指定医制度を設けるとかいうことも考えられる一つの手法であろ
うかと思いますけれども、これらについてはどのようにお考えでしょう。

○政府参考人（片桐裕君） 御指摘の診断書につきましては、各県、都道府県警察の意見
としても問題意識、問題があるであろうという指摘はございますし、私どもとしても問題
意識は持っているつもりでございます。
ただ、他方で、こういった問題についての専門のお医者さんが実際どれぐらい各都道府

県ごとにおられるのか、また各都道府県ごとにどういう地域におられるのか、偏在してい
るのではないかというようなこともございますので、そういったことも考え合わせながら、
今後の在り方、あるべき姿については検討してまいりたいというふうに考えております。

○山根隆治君 実包の管理についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
現在、一定数まで無許可での譲受けや消費が可能でありますけれども、これらをすべて

許可制として記録の届出を義務付けるということも一つの案として識者の間で議論をされ
ているやに聞きますけれども、これらについてはどのようにお考えになりましょう。

○政府参考人（片桐裕君） 御指摘のように、狩猟とか有害鳥獣駆除のためには一定の条
件の範囲内において無許可で火薬類、実包を含む火薬類を譲ることができる、譲り受ける
ことができるという仕組みに現在なっているところであります。
これについてはいろんな意見が実はございまして、また関係の団体でもいろいろ意見が

あるようでございますけれども、まず御指摘のあった消費状況の確認ということは、これ
はきちんとやっぱり行うべきであろうというふうに考えておりますので、何らかの仕組み
というものについて今検討を進めているという状況でございます。
また、無許可譲受け制度を今後とも続けていくかどうかについてもまた、御指摘もござ

いましたので、今後更に検討を深めてまいりたいというふうに考えております。

○山根隆治君 前回の松井議員の質問の中で銃の通信販売について厳しく大臣に迫る場面
もございましたけれども、大臣としてはこれは仕方なしというふうな印象を私受けた、そ
ういう答弁だったというふうに記憶しておるんですが、通信販売についての本人確認等の
問題、いろいろな弊害、あるいはそれの対策については御認識は当時の御答弁と変わらな
いんですか。

○政府参考人（片桐裕君） じゃ、まず私の方からお答えを申し上げます。
銃砲の譲受けに際しましては、御承知かと存じますが、銃刀法第二十一条の二第一項に

よって、譲り受けようとする方が所持許可証を提示した場合でなければ譲り渡してはいけ
ないというふうな規定になっております。
銃砲の通信販売についてでございますけれども、これは以前にも御答弁申し上げました

ように、譲り受けようとする人が自分の所持許可証の実物を譲り渡す業者の方に郵送をす
る、業者はその所持許可証をきちんと確認をした上で、その許可証を持っていらっしゃる
許可を受けた方に対して銃砲を搬送させる、搬送する運送業者は、渡すときにきちんとそ
の渡す相手が所持許可証、許可を受けた方であるということをきちんと確認した上で渡す
という手続を取る以上は、そういう限りにおいてはこの第二十一条の二第一項の要件を満
たしているというふうに私どもは考えております。
そこで、今後の在り方、通信販売の在り方についてでございますけれども、これも今銃
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砲行政の総点検の中でもっていろいろ議論をしているところでございますけれども、現在
までのところ、この銃砲の通信販売に伴う問題事案というのは少なくとも現段階では把握
をされておりません。それからまた、地理的条件等、銃砲購入者の多様性といったものを
考慮しますと、販売そのものを禁止することについては慎重な検討が必要であろうという
ふうに考えております。

○国務大臣（泉信也君） 今局長が答弁を申し上げましたように、もう少し検討をしなき
ゃならないところが残っておることは事実でありますが、最初私がお答えを申し上げまし
た銃刀法の法律に基づいてきちんと処理がなされておるか、そしてまた安全が確保されて
おるかということを今日まで調査をしてまいりました。今のところ、最初私が申し上げた
ような、これは大丈夫かという気持ちから今日までの状況も踏まえますと、通信販売も対
応できるのではないかと、こういう認識を持っておりますが、なお検討させていただきた
いと思います。

○山根隆治君 各警察の銃の担当は生活安全部門の皆さんだろうというふうに思っている
んですけれども、非常に専門的な知識も、実際のところそれを得る機会、教育を受ける機
会というものも非常に少ないということもありますし、そして体制が、人数が少ないとい
う意味でも脆弱だというふうに私は思っているわけでありますけれども、これを補完する
すべ、今後充実させるすべはどのようにお考えでしょう。

○政府参考人（片桐裕君） 今回の銃砲行政総点検の中で、各県からいろいろこの体制に
つきましても実態について聴取をしてまいりました。
その結果、これは前の佐世保の事案のときにも申し上げたんでございますけれども、銃

砲行政を担当している者は、それだけを専門にやっている人間というのは警察署段階では
少なくとも大変少のうございまして、ほとんどはほかの風俗営業の許可とか警備業の許可
とかいうものと兼務をしているという実態でございます。また、専門性につきましても、
必ずしも長年そこの仕事に携わっているわけではございませんで、むしろ逆に、許認可と
いう行政の事柄の性質上、短い期間で替わっていく者も結構多いというふうに聞いており
ます。
しかしながら、御指摘のように、銃砲行政で本当にそれでいいのかどうかということは、

私ども大変問題意識を実は持っておりますので、何らかの形で専門性を持った職員、そし
てまた一定の教育を受けた職員がその仕事に携わると。兼務という形じゃなくて、可能な
限り専務という形でもってそれができないかどうかということについては更に検討をして
まいりたいと考えておりますけれども、なかなか増員も厳しい情勢にございますので、取
りあえずは内部の努力でそういった体制がつくることができないかどうか検討してまいり
たいということで考えております。

○山根隆治君 こうした銃犯罪の対策というのは多角的に見ていかなくてはいけないこと
でございますけれども、ある学者の説ですと、犯罪の原因論と犯罪機会論がそれぞれ役割
分担があるんだと、こういうことでございますけれども、その論理の中で、犯罪機会をな
くす、つまり犯罪が起きにくい、端的に言うと環境をつくる、そのことが今大切なんだと、
こういうことを指摘する学者も実はおられるわけでございます。
例えば、銃だけでなく、私の世代でも子供のときは火の用心ということで拍子木打った

りして防犯意識をお互いに高めていったりしたということも実はございましたし、それが
一定の効果もあったんだろうというふうに思っております。
そして、犯罪が起きにくい環境をどうつくるかということでは、植え込みを住宅街にあ

っては低くするとか、そうしたことで防犯の効果が高まるんだと、こういうふうな指摘も
あるわけでありますけれども、警察行政の中で、こうした犯罪機会を減少させていく、そ
うした町づくりということについてはどのようなお考えを持っているのか、あるいはこれ
からなそうとしているのか、なしているのか、お尋ねをしておきたいと思います。
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○政府参考人（片桐裕君） 御指摘のように、安全で安心な社会を築き上げるという意味
では、犯罪に強い町づくり、環境づくりを進めていくということが必要であろうと思って
います。
従来、我が国においては安全な国というふうに言われておりまして、安全にコストを掛

けるということが比較的少なかったんではないかというふうに思われますけれども、また
最近は、そういった安全にコストを掛けるというふうな努力も相当なされてきているとい
うふうに考えております。
警察としましては、具体的には、安全・安心まちづくり推進要綱というものを作りまし

て、道路、公園等の公共施設であるとか、また住居の構造、設備等について、一定の基準
と申しますか、ガイドラインと申しますか、そういったものを示しているところでござい
ます。
例えば、道路、公園等の公共施設につきましては、一定の照度があることが望ましいと

か、また見通しを確保すべきであるとか、また、共同住宅の構造、設備等につきましても、
一定の照度を確保するとか、見通しを確保するとか、また、住宅の開口部の防犯対策を講
じるといったようなことを示しているところでございます。
このほかに、緊急時の通報システムとして、通称スーパー防犯灯と言っておりますけれ

ども、街頭緊急通報システム、こういったものの整備も平成十三年から進めてきていると
ころでございまして、このほかに、子供の特に安全を確保するために、平成十四年度から
は子ども緊急通報装置の整備も行っているということでございます。
このほかに、防犯ボランティアの方々でございますけれども、最近大変数が増えて活発

な活動をしていただいておりますけれども、こういったボランティアに対する支援という
ものも現在進めているという状況でございます。

○山根隆治君 じゃ、最後に大臣。いいですか。
今の議論の中で大臣何か、今日の議論を通じて銃対策についての感想なり、更にお話し

したいこと、どうぞ。

○国務大臣（泉信也君） 最後に委員御指摘になりました犯罪が起きない環境をつくり出
していくということは大変重要なことだと思っておりまして、銃の問題につきましても、
多くの方々が猟を楽しむ、あるいはスポーツを楽しむということの中で安全な銃社会をつ
くり上げていく、そうした環境をつくり上げていくことが大切だと思っております。
特に二つの総点検をさせていただきました。この点検の結果を踏まえて、銃社会の在り

方、これまでの在り方を反省をし、安全な社会づくりを努めたいと思っております。中に
は、法改正をお願いしなければならないような事柄もあると思いますし、府令の改正等も
必要になってくることがあろうかと思います。既に通達等については、ほんの一部でござ
いますが、出させていただいた事柄もございます。
こういうことを踏まえまして、いずれにいたしましても安全な銃社会を目指すべく一層

努力をさせていただきたいと思います。
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